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午前１０時００分 開議

議長（大川弘雄君） おはようございます。

ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。

お手元に議事日程第２号を配付いたしております。この日程のとおり会議を進めます。

――――――――――――――――――――――

日程第１

議長（大川弘雄君） 日程第１、一般質問を行います。

質問の順位は、お手元に配付の令和６年第２回竹原市議会定例会一般質問一覧表のとお

り決定いたしております。

順次質問を許します。

質問順位１番、高重洋介議員の登壇を許します。

７番（高重洋介君） おはようございます。

令和６年第２回定例会、一般質問をさせていただきます快政会の高重洋介でございま

す。今日は、大先輩が私の後に控えておりますので、しっかりと皆様に聞いていただける

ように一般質問を行っていきたいというふうに思っております。

１つ目に、公共施設ゾーン再整備検討事業について。

公共施設ゾーン再整備検討事業に係る取組状況について５月１７日全員協議会にて議会

に説明がございました。内容は、旧ゆめタウン店舗と敷地を建物の所有会社が破産管財人

を通じて市に寄附を申し出たと説明があり、併せて旧ゆめタウン駐車場と旧かつはらにつ

いては、土地建物の購入費として約１億１，８００万円の費用を見込み、取得したいと考

えているということでしたが、翌日の中国新聞では、すぐにでも寄附を受け、事業が進め

られるような記事が掲載され、多くの市民が誤解をされ、問合せもありました。

そこで、質問に入ります。

１つ目に、本年４月末に竹原市は消滅可能性自治体として中国地方でもトップに挙げら

れ、また竹原火力３号機は２０３０年に廃止または休止となり、今後これまで以上の人口

減少や財政的にも大変厳しくなるであろうと考えます。そんな中、７０億円から８０億円

かけた複合施設が本当に必要であるのか、また今後市民の負担にはならないのか、お尋ね

をいたします。

２つ目に、旧ゆめタウンの解体費は国の補助金で解体費の４分の３が利用できるとの説



- 31 -

明がございました。国の補助金を受けるためには詳細な事業計画が必要と考えますが、全

協では詳しい説明もございませんでした。現時点での補助金がもらえる根拠をお尋ねいた

します。

すみません、少し暑いので、上着を脱がさせていただきます。

２つ目に、一般社団法人まちづくり機構についてお伺いいたします。

まず、訂正する箇所がございます。２つ目の質問の中で、２番目のところですが、海運

会社の「海」が「開く」になっています、これは「海」の海運会社ということです。大変

申し訳ございません。

１つ目、今年度、２億円近い予算が組まれておりますが、５月の総務文教委員会の説明

ではほとんどの事業が委託でございます。市内の事業者に委託できるものはすべきと考え

ますが、お考えをお聞きいたします。

２つ目に、昨年８月２３日、竹原港への外航クルーズ客船誘致に向けて東京都港区の海

運会社で交渉の際、プレゼンテーションを行うため、タネットへにっぽん丸誘致ＰＲ動画

の制作を依頼していますが、見積りや支払いはどのようにされておられますか。また、こ

の誘致に関わった一般社団法人竹原観光まちづくり機構、竹原市地域振興アドバイザーの

伊藤智禧氏とは、誰がどのような経緯で任命したのかをお尋ねします。

壇上での質問は以上でございます。

議長（大川弘雄君） 順次答弁願います。

市長。

市長（今榮敏彦君） 高重議員の質問にお答えいたします。

１点目の公共施設ゾーン再整備検討事業についての御質問でございます。

先月開催していただきました全員協議会におきまして、破産管財人からの寄附の申出と

これまでの検討を踏まえ、現市庁舎跡地と旧ゆめタウンエリアを一体的に活用した複合施

設の整備と民間機能の誘導を進めていきたい旨の説明をさせていただいたところでありま

す。

事業費につきましては、御質問に対して現時点での大まかな見込みを申し上げました

が、今後の経済情勢も踏まえ、官民連携手法の活用や事業内容の精査により、さらに縮減

していかなければならないものと考えております。

本市におきましては、他の自治体と同様に人口減少が続き、今後も厳しい情勢が見込ま

れるところであり、人口減少やにぎわい、活力の低下に少しでも歯止めをかけるために危
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機感を持って取り組まなければならないと強く感じております。このため、市民ニーズを

踏まえ、多くの人々が集まり多世代が交流できる、これまでにない新たな機能を設けるこ

とにより、にぎわいと活力の拠点として整備してまいりたいと考えております。

これらの取組を確実に進めていくための財源確保としましては、公共機能部分について

は国の補助金が２分の１、残りは交付税措置のある起債を活用することで市の負担が約４

分の１となり、民間機能を誘導するための既存建物の解体に対しては、国の補助金が２分

の１、残りは民間事業者へ有償貸付けできるスキームとなっております。これらの補助金

につきましては、これまでの全国的な整備事例や本市の事業概要を踏まえ、国や県と協議

を行い一定に補助要件を満たすことを確認しており、今後詳細な事業計画を作成し、国へ

の申請手続を進めてまいりたいと考えております。

公共施設ゾーンの再整備事業につきましては、本市の将来を見据えたまちづくりとし

て、多くの人々が集まり多世代が交流できるにぎわいと活力の拠点となるものであり、ま

ちの中心に新たな価値と機能を生み出していけるよう市民の皆様に十分に説明をしながら

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、２点目の一般社団法人竹原観光まちづくり機構についての御質問でございます。

竹原観光まちづくり機構につきましては、観光地域づくりの旗振り役として、持続可能

な観光まちづくりを実現するために竹原ブランドの形成に向けて戦略的に取り組み、地域

の活性化に寄与することを目的として令和４年１２月に設立し、ブランディング事業やプ

ロモーション事業など、様々な事業を実施しているところであります。

これらの事業の実施につきましては、最大限の事業効果につなげるため、事業内容によ

り専門的知識や最新技術、ノウハウを有する外部の事業者等に委託して実施しているとこ

ろであり、市内に事業の実施が可能な事業者があれば、その事業者も含めてプロポーザル

等を実施し、委託先事業者を選定していくこととしております。

次に、クルーズ船誘致に向けた取組につきましては、プロモーションに関する提案な

ど、竹原観光まちづくり機構を窓口として対応したもので、竹原市をＰＲするためクルー

ズ船を運航している企業を訪問し、観光資源だけでなく行政や商工会議所、観光協会が誘

致に向けたプロモーション動画を制作いたしました。このプロモーション動画につきまし

ては、令和５年度観光プロモーション事業の一環として株式会社たけはらケーブルネット

ワークにおいて制作したもので、同社から見積書を徴した上で発注し、事業完了後に請求

書に基づき適切に支払っております。
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また、クルーズ船を運航している企業を訪問する際、当該本人から、竹原市または一般

社団法人竹原観光まちづくり機構の立場で参加したいとの要望を受け、企業訪問の際に訪

問用に一般社団法人竹原観光まちづくり機構竹原市地域振興アドバイザーの肩書を付した

名刺を用意したものであります。

以上、答弁といたします。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） それでは、再質問のほうに移らさせていただきます。

まずは、公共施設ゾーンのほうなのですけど、国の補助金、なかなかこの言葉が一般市

民の人にも分かりにくいのですけど、４分の１となったり、２分の１とかってあります

が、今の旧ゆめタウンを譲り受けて解体するには４分の３の補助金が使えますよと、竹原

市は４分の１で済みますよということでしょうけど、これは先ほども答弁書にあったよう

に見込みなのですよね。これは見込みで進めていかれるということは、果たしてこれがも

し見込みどおりにいかなかった場合はどうなるのか、これは誰がどう責任を取るのか、そ

の辺についてお伺いをいたします。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、財源の担保はどうであるかという質問でございます。

このたびの公共施設整備につきましては、国庫補助としまして国土交通省の都市再生整

備計画事業補助金を活用することとしております。こちらにつきましては、施設等を集約

化でコンパクトになることにより、国庫補助裏に有利な起債も充当されるということでご

ざいまして、公共施設整備については４分の３程度の財源が確保できるという内容でござ

います。

また、整備エリアの拡充によります民間機能を誘導するスペースも生まれることで、民

間機能誘導に必要となる既存施設の解体については、国土交通省の新たな補助メニューの

活用に加えて、こちらの補助メニューについては２分の１の補助でございますが、こちら

の活用に加えて跡地のほうを民間のほうへ有償で貸し付けるという可能性もございます。

これらの補助金につきましては、答弁にもございましたように、これまでの全国的な整備

事例や本市の事業概要を踏まえ、国と県と協議を行い、一定の補助要件を満たすことを確

認しております。こちらにつきましては先日も担当の職員が事前協議ということで国、県

と協議をさせていただきましたが、一応補助要件には該当しているということを助言はい

ただいているところでございまして、今後詳細な事業計画を作成いたしまして、国への申
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請手続も含め、有利な財源の確保に向けて、最大限この補助金が活用できるよう取り組ん

でまいりたいと考えているところでございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 今の答弁はみんな書かれているのですよ、私が聞いたのは、これは

１００％もらえるのか、もらえなかった場合には誰が責任を取るのか、そういうことを問

うているのであって、そういうもう説明はいいですから、端的に答えてください。

それと、補助金をもらうための事業を行うような形ではないですか。補助金をもらうた

めに複合施設をどういう形で建てていくか、これは竹原市のにぎわいとか、竹原市のまち

のつくりとか、そんなもの関係ないわけですよね。ただ、補助金をもらうためだけにこの

事業を進めると、もしこの事業がうまく補助金が出ない、そういったときに誰が責任を取

るのか、そういうことを聞いているのです。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 今回の複合施設につきましては、ホールや図書館、子育て支援

機能などを複合化し、利便性の高い空間に向けて検討を進めているところでございます。

まず、財源につきましては１００％かということではございますけれども、国のどうい

った補助金につきましても１００％ということになりますと、交付決定を待ってというこ

とになりますが、対象になるであろうということで現在進めさせていただいております。

なお、補助金の状況につきましては、随時皆さんに報告をさせていただきながら進めさせ

ていただきたいと考えております。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 今までもそうですけど、補助金ありきの事業で結果が出たことがあ

るのかなと。例えば、近々でいいますと福祉会館です。補助金を頂いて芝生の公園を造る

と、防災の拠点、避難所も兼ねたものも含めてと言いながら、この前、もう草が生えてぼ

うぼうではないかと言えば、言われてから草刈りをするとか。補助金をもらうための事業

を、市民の本当にそれがためになるのでしょうか。

確かに、そういうものを造るためには、おいしいメニューといいますか、よりよい補助

金があるほうが市にとっては有利なのかもしれませんが、今現在、この消滅可能性自治体

となり、竹原火力の３号機が廃止または休止になろうかというときに、１０年後を見据え

たまちづくりが本当にこのままでいいと考えているのか、そしてあなた方が考えるにぎわ
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いとは何ですか。きれいごとだけを並べて、常にきれいごとばっかりですよ、いつも。で

も、実際にはそのようにいっていないではないですか。そのにぎわいとは何でしょうか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） にぎわいとはという質問でございます。

にぎわいという観点につきましては、個々の方々それぞれ解釈が違う部分もあるかと思

いますけども、やはりこの中心地に多くの方が集まり、またそういった方が集まることに

よりまして地域が活性化していくと、そういうものをにぎわいと考えているところでござ

います。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） いろんな形のにぎわい、市民の心のにぎわい、そういったものがあ

ると思うのですよ。形だけではないのですよ、そういうものは。

私が議員になった頃には、住みよさ実感というようなキャッチフレーズもありました。

誰も実感していないですよ、形だけですよ、いつも。本当に住みよさが実感できるまちに

なりましたか。

また、今年に入り消滅可能性自治体、中国地方でもトップクラス、竹原火力の３号機の

休止もしくは廃止を受けて、大変市民の皆さんは不安を感じております、将来に。そんな

中で、これ以上公共施設、お金がかかるものが必要なのか、箱物が必要なのかという声も

たくさん聞いております。

まずは、消滅可能性自治体、そして竹原火力３号機の廃止または休止について、そのこ

とを受けて、今後竹原市がどのように向かっていくべきなのか、どういうふうなお考えか

を市長にお聞きしたいと思います。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、消滅可能性の高い都市ということで、先日人口戦略会議

のほうが発表されたところでございますが、確かにその発表につきましては本市におきま

してはやはり憂慮すべきことと捉えているところでございます。

本市につきましては、これまでも子育て支援施策等の充実を図ってまいりながら、また

移住・定住施策、観光振興等取り組んできたところでございますが、そういう発表になっ

たという内容でございます。こちらについては、若い女性、いわゆる子供を産む世代の女

性の減少が大きいということからそういう発表になったということでございますので、そ

ういった方にニーズがあるといいますか、効果のある施策を検討しながら取り組んでまい
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りたいと考えております。

また、Ｊ－ＰＯＷＥＲ３号機のことでございますが、こちらにつきましては、国のほう

が２０５０年のカーボンニュートラルということを打ち出しておりまして、Ｊ－ＰＯＷＥ

Ｒさんにおきましても、今回の中期戦略計画の中で検討ということでそういう発表をされ

たところでございます。確かに、竹原火力につきましては、雇用の場あるいは税収、地域

経済において大きな事業者であるというふうには考えているところでございます。確かに

３号機のほうがそういう形になりますと、影響もあるということでございますので、市に

ついては、３号機についても適宜対応してまいりたいと考えておりますし、財政的な面に

つきましても、当然税収が減少するという部分もございます。交付税での算入はございま

すけども税収が下がるということについては、財政健全化にしっかり取り組んでいく必要

があるかと思っております。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 税収が下がるという、もちろんそういうことはありますよね。最

初、消滅可能性自治体ということで、私はこれは少しは気にしていたのですけど、そんな

には、これからの展開によれば竹原がそこから脱するということもあるわけですけど、こ

の竹原火力の３号機、この問題はすごい竹原にとって大きな問題だなと。まず、雇用の問

題もあります。下請で働いている人が職を失うとか、事業所がなくなるとか。そうなると

税収ももちろん減りますが、竹原市内の人口も減ります。そして、何より竹原で商売をし

ている人たちのお客さんが減ります、悪循環ですよね。

そうした中、今回のこの複合施設のお話が本当に竹原に必要なのか。もちろん、これか

ら図書館や市民館、その他いろんなものがここの中心部に集まって、この場に集まってく

るとは思いますが、本当に将来を見据えた竹原市に似合うものが必要ではないかなと。無

理して土地をもらい、土地を買い、する必要がどこにあるのかなと。

これまで、市制６５周年を昨年迎えたわけですけど、それぞれのときのそれぞれの立場

の人がいろんなことをやってこられましたが、だったらなぜ今どうして竹原市がこのよう

な形になっているのか。県内でも、もう最低です、本当に。その理由はどこにあると思い

ますか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 本市におきましては、第６次総合計画におきまして、基本理念
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として生まれてよかった、住んでよかった、帰ってきたい、住んでみたいというものを将

来像としてこれまで施策に取り組んできたところでございますけども、その中で子育て支

援施策、移住・定住と取り組んできたところではございますが、やはり結果的に若い世代

の方が進学時あるいは就職時に流出しているという状況にございます。

こういった現象を担ったという部分につきましては、これまでの取組に加えて、さらに

そういった施策に取り組んでいく必要があるのだということだと考えておりますので、結

果は結果として受け止めながら、今後しっかり取り組んでまいりたいと考えております。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） なぜこのようなまちになったか、それは市政運営が悪かったからで

すよ。会社と一緒ではないですか。幹部職員がしっかり計画を立てて市をどういう方向に

向けていくか、それが間違っていたのではないのですか。

住みよさ実感と言いながら、住みよさ実感をすることもできずに、先ほどもいろんな言

葉を言われましたけど、きれいごとしか並べないのですよ、形ではないのです、心なので

すよ。みんなの心の中が本当に竹原に住んでよかったと思えるようにならないといけない

のですよね。大変失礼な言い方かもしれませんが、これまでのことを反省し、今後に生か

していかないと、本当に消滅してしまうのではないでしょうか。

１０年ぐらい前でしたか、庁舎移転のときの特別委員会がございました。特別委員会で

言ったのか、一般質問で言ったのか、ちょっとよく覚えていないのですが、私がＰＦＩを

利用して民間企業と複合施設を造って、市役所をその中に入れ、ハローワークや郵便局、

病院または商業施設、そういったものの考えはないかと言ったときに、ありませんという

答えがありました。ですから、私は基本的にはこの考え方は反対ではありません。しかし

ながら、１０年前と今では時代が違います。ましてや、本庁を今造っているときに、複合

施設と一緒にという話ではありません。１０年前は庁舎をどこに持っていくか、どうする

か、そういった中の話で、市民館も図書館もいろんな施設を含めて複合施設を造りません

かというような提案をしたことがあります。しかしながら、市の答えはノーですよね。あ

のときにもしそういう方向でいっていれば全てがうまくいっていったのではないかなと。

終わった話をするわけではございませんが、基本的には反対ではございませんが、必要で

ない土地を購入してまでやる必要が、竹原市の財力ですよね、これからは、あるとは思え

ません。市民の負担にしかならないと思うのです。その辺についてお聞きします。

議長（大川弘雄君） 企画部長。
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企画部長（國川昭治君） 今回の複合施設におきましては、先ほど議員のほうからもござ

いましたように、Ｊ－ＰＯＷＥＲ３号機の財政的な問題、また消滅可能性の高い都市とい

うことも踏まえましてどうなのかということはございますけれども、本市におきまして

は、そういう中で住んでみたいという町になるには、この中心地に一定のこういう機能を

持った施設が必要、本市の将来を見据えた場合には、ホールや図書館、子育て施設、そう

いったものが複合化し、多くの人が集まる施設が必要なものと考えております。

たしか、どういったものを整備するかということについては、まだ現在、民間事業者の

サウンディング調査、どういうものが必要であるかという調査中でございますので、しっ

かりしたものをお示しすることはできませんけども、よりよい提案をいただきながら様々

な可能性を踏まえ、まちの中心に新たな価値、また人が住んでみたいと思えるような中心

市街地にできたらと思っておりまして、市民の皆様と共に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 中心部に住んでる方々はいいですよね。吉名や北部は出張所の廃

止、そういった中で全て物を中心部に持っていく。

例えば、この説明の中に災害時に安心して避難できる施設と書いてありますよね。北部

の人たちがどうやってここまで来るのですか。東野や北部は平成３０年の豪雨災害で一番

の被害ですよ。いまだにそこの避難場所がないのですよ。そういうところを整備しないと

いけないのではないのですか。皆さん、同じように税金払っているのですよ。確かに、中

心部に力も要ります、集まるところですから。でも、それだけではないのですよ。それだ

けでは住みよさは実感できないではないですか。その辺が私には理解ができないのです

が、では皆さん中心部に引っ越ししてこなければならなくなりますよね。

竹原市民は２万３，０００人を切ったと思いますが、皆さんがそれぞれ我慢もしなが

ら、納得がいくまちづくりをしていかないといけないのではないかなというような私は思

いがします。

また、細かい話をいたしますと、図書館が約３倍近い広さ、これも必要でしょうけど、

これから本当に人口に対してそれだけの広さが要るのかなと。あと、子供支援ですか、そ

ういうもの、例えばそこにありますふれあい館ひろしまさん、本当に今の場所がいいの

か、そういった施設に入っていただいて、今補助金を出している中から家賃を頂いたりす

ることもできるのではないかなと。



- 39 -

先輩議員もよく言われます、私もこの前、夕方通りました。やっぱりルールは守らない

といけないというのは、私が加盟する団体でふれあい館さんに少し設立記念のことで寄附

させていただいたことがあるのですけど、そのときにルールを守ってくださいねというこ

とをまず言いました。駐車場です。道路の脇で子供が出入りしている、あれは本当に非常

に危険だと思います。そのこともふれあい館さん自体は気をつけているのですけど、そこ

に連れてくる親御さんたちの思いというか、伝わっていないというか、そういうことも鑑

みて、事故が起きる前に、例えばこういうものがあるのであれば話を持っていくとかとい

うことも必要ではないかなというような思いがします。決して認めたわけではないのです

が。

あと、取りあえずまちの中心部に拠点を持ってくるという中で、例えば防災の避難につ

いてとか、実際には今、先ほども言いましたように、吉名、北部の出張所の廃止の中で、

中心部だけに力を入れるということについてどのようにお考えかお聞きをします。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、今回提案させていただいておりますのは、中心市街地の

活性化計画ということで複合施設の取組を報告させていただいておりますけども、私も忠

海に住んでおりますけども、この町、忠海が非常に好きだということで住んではおります

が、市内には北部地区では今現在学校の適正配置だとか、中通地区の河川改修、市内では

様々な事業に取り組んでいるところでございます。

今回は中心市街地の複合施設ということではございますけども、限られた財源の中で市

内各地において今必要な施策について取り組んでいると考えているところでございますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 箱物って維持費がかかるではないですか。今でもそういった維持費

がかかっております。今度、１０年後には恐らく竹原中学校学区内の小学校が１つになろ

うとするわけですよね。そうしたら小学校も余ってきますよね、そうした中で、本当にこ

んな施設が必要になってくるのかなと。また、時代が過ぎた１０年後の人たちが苦労する

ものを残していくのかなというような思いもあります。

どうしても進めたい、どうしても必要であるという、そういうものを市民にもしっかり

と説明をしていただき、まず我々が納得しないと、我々は市民の代表であります。我々は

市民からいろんなことを言われます。特に今、今朝も先輩議員と話したけど、議員は何し
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ている、つまらないとかという言葉が結構あちこちで出てきています。それを真摯に受け

止め、しっかりと言うべきことは言う、やるべきことはやる、協力するときには協力す

る、それが我々の立場ではないかなというふうに思います。

それで、どうしてもこの事業を進めたいというのであれば、多世代のにぎわいって今お

っしゃられましたよね。私はその複合施設、民間が行うのかどうか分かりませんが、そう

した商業施設があり、その中に市民館や図書館がある、その上にさらに子育て住宅を造っ

ていただきたいと。それも３万円台で住める子育て住宅、もともと今の子育て住宅は旧市

立体育館を解体するために造ったわけです。これは私は年に２回ぐらいずっと言ってきま

した。そしたら、子育て住宅ができたわけです。でも、あんな子育て住宅を正直言って私

は望んでなかったのです。３万円台でいいのですよ。子育て世代の皆さんは苦労しており

ます。そして、多世代というのであれば、７５歳以上の免許を返納した方とか、運転免許

のない方、そういった方々も住めるような住宅を一緒に造っていただきたい。それが本当

の多世代のにぎわいになるのではないかなというような思いがあります。市民が本当に望

んでいることを行っていただきたい。購入に対して、いろんな市民からの声もあります。

厳しい声がほとんどです。それは市長の耳にも入っていると思います。しかしながら、決

断をしていくのは市長だと思います。しかし、我々はいいものには賛成するけど、そうで

ないものには反対しないといけないです。なぜかといえば、市民のためなのです、これ

が。言葉は悪いかもしれませんが、さんざん今まで家賃が入ってきた中で、そういった経

営をしてきた中で、今回このようなことになっているわけですから、果たしてそれがどう

なのかなという、正直なかなか言いにくいところで言葉を選ぶのですが、そういった思い

のある市民の声も多い。しかし、その中で市のために決断していかなければならないとい

う思いと。

今後この事業に対してどういった説明、どういった方向性になるのか、しっかりと常に

説明をしていただきたいというふうに思うのですが、その辺についてはどうでしょうか。

議長（大川弘雄君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 今回の複合施設整備につきましてのお話につきましては、施設の

内容につきましては、老朽化したホールでありますとか交流センター、それから子育ての

関係の児童館等も古い状態になっておりますので、こういった機能という部分は、市の人

口の動態ということなど今後の状況も踏まえて、一定に規模も適正な規模、当然縮小は少

ししていく必要があると思いますし、図書館につきましても規模をおっしゃいましたけれ
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ども、一定に蔵書というか、皆さんにいつも見ていただく部分だけでなくて保管している

蔵書という部分も相当ありますから、そういった部分を保管していくスペースも含めて少

し現状の図書館よりは大きいスペースを検討しているというところでございます。

また、いろんなことの御提案もいただきましたけれども、昨年来から今年にかけまして

も、市民の皆さんのいろんな御希望というかニーズといったようなこともお聞きしなが

ら、この計画というものを今後も意見を伺った上で最適なものとしてつくっていきたいと

いうふうに考えております。

財源の問題とかいろいろございますけれども、最初に申し上げましたいろんな補助金と

いうものを十分有効活用しながら、市の一般財源というのを最小限にとどめるという形の

中で、ここの場所に市民の多くの皆さんが集えるような場所として、ぜひ整備を進めてい

きたいというふうに考えております。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） すみません、先ほど多世代で子育て住宅とかというお話をしたとき

に言い忘れていたのですが、今の子育て住宅が、あれは２０年子育て住宅として民間業者

が竹原市に貸してくれているわけですけど、あと１０年なのですよね、１０年たったら子

育て住宅がなくなるということで、ちょうど時期的にこれが１０年後の計画であればそう

いったものも必要ではないかというような提案でございます。

そして、先ほど副市長が言われたように、必要なもの、図書館にしろ、市民ホールにし

ろ、これは絶対に必要であります。しかしながら、必要でない土地を購入してまでやる必

要はないので、この場で間に合うようなものを造るべきではないかなと。

確かに、一応、道路の立ち退きとかという問題もあるとは思います、多少この土地が狭

くなるような。しかしながら、そういった中、うまく活用してやれるようにするべきでは

ないかなと。ある方には土地を無料で提供していただいて、ある方には土地を購入します

よというのがどうなのかなというような私は思いがあります。全部寄附してもらえばいい

ではないかと言うけど、私が持ち主だったら、何で寄附しないといけないのかなとは思う

のですけど、なかなかその辺は難しいと思います。

もう一点、細かい話ですが、旧かつはらの建物も２，２００万円ぐらいだったかな、で

購入すると思います。あの建物はどういうふうに生かすのですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） あちらの建物につきましても、取得後解体し、一体的な整備エ
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リアの中として活用する予定でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 土地も購入して、壊す建物も購入するということですか。それ、普

通は土地を購入するときに解体費を差し引いて大体買うものですよね。その辺については

どうなっているのですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 建物つきの土地の購入につきましては、当然建物の解体費を考

慮してという形になるかと思いますけども、あちらの建物につきましては、まだ耐用年数

が複数年残っているということから、建物そのものの価値もまだ残存しているという状況

でございますので、そのような購入になってきます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） ちょっと分かりやすいように言ってください。だから、建物をお金

を出して買って、お金を出して解体するということでいいのですよね。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） はい、そうですね。建物にも資産価値があるということから購

入し、その予定でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） この件に関しては、午後からまた先輩議員から質問が出ております

のでこの辺にさせていただいて、午後からは、あのドアを閉めたほうがいいと思います。

ＤＭＯのほうの質問に行かさせていただくのですけど、予算のときもかなりいろんな質

疑が出たと思います。このＤＭＯのまちづくりのところに１億９，０００万円、約２億円

近い予算が組み込まれていて、そのほとんどが委託事業となっておりますよね。その委託

事業でどのような展開になるのかなと。恐らく、市内業者でこれを委託できるところはプ

ロモーションビデオとかタネットさんがありますが、どうなのかな、その辺が使われてい

くのかな、公設民営でもありますし、できればそういった仕事も地元に出していただきた

いというふうに思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 事業の業者への委託についての質問でございます。

事業を業者等へ委託する場合におきましては、直接実施するよりは、業者の持つ経験あ

るいはノウハウを生かして取り組むほうが事業としてより効果があるだろうという観点か



- 43 -

ら委託しているところでございます。

委託事業者につきましては、当然市内事業者も含め、いわゆる公募をさせていただいて

おりますので、市内で対応できる事業者がありましたら、当然市内事業者のほうに委託し

ている状況でございます。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 総務文教委員会のときに説明がいろいろございました。市の組織と

は別組織というような考え方、しかしながら市の職員３名、４名が派遣され、市長も副市

長もその中に役員としているわけですよね。地域協力隊が２名と、あと執行者としてＮＩ

ＰＰＯＮＩＡから１名。これ、ＮＩＰＰＯＮＩＡから今までずっとこの２年間４人ぐらい

の方が来られているのですけど、なぜそこの方ばっかりがここの執行部に入ってくるのか

なと。その辺がどうなのかな、公平性というか癒着というか、変に見られれば見る人もい

るのではないのですかね。その辺はどのように思われてですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） ＮＩＰＰＯＮＩＡといいますか、運営会社でありますバリュー

マネジメントさんから１人人材を派遣いただいているところでございます。

バリューマネジメントさんにおきましては、日本各地でああいった古民家を活用して、

本市でございますと旅館でございますが、その他いろいろなショップ等を介し、町並みの

再生、にぎわいを手がけている事業者でございます。

本市におきましては、総務省の地域企業人派遣事業というものを活用いたしまして、バ

リューマネジメントさんから派遣をいただいているものでございまして、そういう流れの

中で、国の制度に乗っかって派遣をいただいているという状況になっております。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） これはもちろん、報酬は竹原市、ＤＭＯのほうからですか。お聞き

します。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 総務省のほうの特別交付税措置というものがございまして、そ

ちらと、現在については市のほうでも負担しているところでございます。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。
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７番（高重洋介君） 専門の方なので、しっかりと働いていただければいいと思います。

あとは、その委員会の折に、課長さんが正直これだけ委託事業やったら別に今までのと

ころで市でできるのではないかというような意見も出ていましたし、私もそう思います。

ただただ補助金をもらって、その補助金の中から、仕事は委託、ただトンネルみたいなＤ

ＭＯが形ではないですか、これ。どうして今までどおりの体制でできないのかなというこ

とは思うのですが、その中で言われたのが、市でできないことをＤＭＯとしてやっていた

だくという言葉があったのですが、市ができないことって何ですか、これは犯罪を犯すの

ですか、そうではないでしょう。市ができずにＤＭＯならできるというのは何があるので

すか、お聞きします。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 先月の委員会報告の内容だと思いますけれども、すみません、

ちょっと言葉に一部誤解があるかと思いますけども、市ができないということではなく、

市がやるよりはより効果のある竹原観光まちづくり機構に委託しているという内容でござ

います。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） もともと職員さんですよね、どこがどう違うのか。時間がないので

次へ行きますが、いろんなプロモーションビデオとか、いろんな作成をされると思いま

す。しかしながら、四、五年前、コロナの前に台湾に向けたプロモーションビデオを２，

０００万円の予算で作っていますよね、２，０００万円ですよね、その効果はどうだった

のですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） そのプロモーションビデオは、確かに東広島、この広域で連携

をいたしまして台湾のほうへプロモーション活動を実施したところでございます。こちら

につきましては、確かにコロナ禍ということで、広島空港への海外便も休止していたとい

うことでございまして、なかなか効果測定が難しかったという状況でございますけども、

本市の外国人来訪者を見ますと、県内ではやはり広島は平和記念公園等がございますので

欧米の方が多い状況にございますけども、本市においては台湾をはじめ東アジアの方が多

いという部分もございますので、一定にそういう周知が図られているものと考えておりま

す。

以上でございます。
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議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） アジア系の人が多いというけど、その多い基準が何なのかがよく分

からないのですけど、どこを基準に多いって言われるのか。それとこれ、費用対効果とし

て２，０００万円の本当に費用対効果があったのか。それと、先ほど言われたように、コ

ロナ禍のためにあまりうまく発信ができていないような言い方でしたが、では今ＤＭＯが

やっていること、もしもう一度コロナが広まったときにこれはどうなるのですか。同じよ

うなことになりますよね、このプロモーションビデオがコロナによってうまくいかなかっ

たよって今言われましたよね。では、ＤＭＯの今やっていることが、またコロナ禍がこう

もし世界中、違う病気でもいいです、なったときに同じことになりますよね。その辺につ

いてはどうでしょう。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 確かに、コロナ禍ということは世界的なパンデミックというこ

とで、人の移動が世界的に縮小といいますか自粛されていたということでございますの

で、我が国のみならず、世界的にそういう観光の部分については人が動かなかったという

状況でございます。

コロナ禍、もし将来そういうものが来たらということではございますけれども、そうい

うリスクはございますけれども、観光については毎年毎年取り組んでいくことにより竹原

の認知度、ブランディングを図りながら取り組んでいくということが観光客の誘致につな

がると考えておりますので、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） それはそうですよね、コロナがあるから何もできないで停滞したの

では前に進むことができないので、それはちょっと言葉のあやなのですけど、実際には

２，０００万円もかけたプロモーションビデオを実はコロナでというところは実際にあっ

たわけですから、今後そういうことを考えながら前に進んでいっていただきたいという表

現の質問であります。

そして、予算のときにもいろいろ質疑が出ていましたが、このＤＭＯで今回ふるさと納

税のほうに関わって、９，０００万円の今から入るであろう寄附金を予算につけておりま

す。これ、もし例えば昨年度が１億円の寄附金で、今年度の目標が２億円として、その半

分以下、結局返礼品と手数料を引いた９，０００万円をＤＭＯのほうに予算をつけていま

すが、これがもし今年度並みの１億円もしくは５，０００万円ほどしか入らなかった場合
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にはどうなるのでしょうか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） ふるさと納税の関係でございますが、こちらにつきましては議

員がおっしゃいますとおり９，０００万円を超える予算を計上させていただいているとこ

ろでございます。

こちらにつきましては、ただし全額をすぐ支払うというものではございませず、どうし

ても月によりふるさと納税額は、年末になると増えるとか、そういう状況もございますの

で、昨年度の納付実績に基づきまして３回に分けて支払いをさせていただいておりますの

で、一定に入らないのに支出するということではなく、そういう形で実績に基づいて支出

させていただいているところでございます。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 実際に使っていたら、もうしょうがないわけではないですか。その

支払いを３回に分けるってありますが、だったら定例会が４回あるのですから、補正で上

げてくればいいではないですか、それだけ。入った分だけ上げればいいだけの話でしょ

う。もし、先に使っていたらどうするのですか。今のふるさと納税の基金から出すので

す。今、１億円というありがたいお話ですが、１０年前にまだ３００万円、４００万円の

時代です、我々が議員になりたてのときだったのですけど、竹原っこ夢プロジェクトって

小学生がふるさと納税でいろんな事業とか、いろんな地域のこととか、やりたいことを挙

げて１校ずつがやっていたわけです。そのときにもっと目標額を上げてしっかり集めれ

ば、一遍に２校、３校と子供たちの夢が膨らむのではないかと言ったときに、当時の財政

課長は、寄附に目標はつけられませんと言いました。今は目標どころか先に使おうとして

いるわけではないですか。当時の財政課長が寄附に目標をつけられないって言っていたと

ころを、今は目標をつけて、それも倍の目標をつけて、それをさらに予算化しているとい

う、これちょっと矛盾しているのではないですか。

議長（大川弘雄君） 総務部長。

総務部長（向井直毅君） このたびのふるさと納税につきましては、確かに目標額という

のは定めさせていただいております。それが２億円という目標額の歳入を見込んでいる関

係上、当然歳出もそれに向かってしっかり歳入を確保するためにということで約９，００

０万円ほど予算は歳出予算もつけさせていただいております。これを分けて支出するとい
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うことは、それは先に使ってしまうということを避けるという意味合いも込めて、実績に

応じて支払いをさせていただくということでございます。仮に、もし目標に届かなかった

場合は、それに合わせて当然補正という形で減額補正というものもあり得るというふうに

考えております。

逆に、２億円を超える歳入があれば、増額補正をお願いするということもあり得ますけ

れども、それは当然実績に応じて精算するということが大前提であるというふうに御理解

いただければと思います。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 今のふるさと納税に関しましては、私のほうも機構のほうから毎

月状況報告をいただくようにしておりまして、その実績に応じた形での支出という部分を

しっかり見れるように今後も取り組んでまいりたいと考えております。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） その機構のやり方というものがこれまでもいろいろトラブルとか

も、３月の予算のときにも言わせてもらいましたが。であるならば、補正で入った分だけ

上げるのが、ないものを先に上げる、もうそこが私には納得がいかないのですが、そこを

しっかりチェックしていくということなので、予算も通っていますので、これ以上のもの

はないのですが、しっかりとチェックして、決して返礼品が、言葉は悪いですけど、しょ

ぼくなるような、そっちの経費のほうにばっかりお金が行ったり、今のサイトのほうへお

金を使い過ぎたとかということのないように、そうなると返礼品に今まで３，０００円返

していたものが２，５００円になったりとか、また業者をたたいてみたりとか、そういう

ことがないようにしっかりとチェックをしていただきたいというふうに思います。

続けて、クルーズ船の誘致についてお聞きをいたします。

このクルーズ船、海運会社との計画ですが、いつ頃から、どのような形で進められてい

たのかお聞きをします。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、クルーズ船の誘致ということでございますけれども、こ

ちらにつきましては、市といたしましては、中国整備局、国、県等と連携をしながら、以

前からクルーズ船の誘致については取り組んできたところでございまして、近隣の三原市

等も糸崎港のほうにクルーズ船を誘致したりということで、この瀬戸内海一帯でクルーズ
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船誘致については、周辺県、国、県、市町が連携して取り組んできたところでございま

す。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） それは、にっぽん丸ではなくてほかの全体的なクルーズ船ですよ

ね。にっぽん丸についてのお話を。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 失礼しました。今回の質問のにっぽん丸の誘致につきまして

は、夏頃から準備をしているという状況でございます。

議長（大川弘雄君） これまでの経緯。

企画部長（國川昭治君） 分かりました。こちらについては、今回、相手方といいます

か、誘致に御協力いただいたということでございますが、こちらの方については、約１０

年程度前から竹原のほうで映像関係等の仕事をされておりまして、商工会議所の特別会員

でもあり、また市長と共通の知人を通してお知り合いになったということで一緒に取り組

んだところでございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） 分かっていて話をそらしているようなところがあるのかなと。正

直、この件に関して、名刺のところで質問を私はしておりますよね、伊藤智禧氏とは、誰

がどのような経緯で任命をしたのか、それが竹原市地域振興アドバイザーという方ですよ

ね。

市民の方が分かりにくいので、時系列でいろいろとお話を聞きたいのですが、いつ、ど

のような形でにっぽん丸を竹原沖へ誘致をしようというふうになったのか、またそれがど

のように進んでいったのか、そして今現在どのようになっているのか。これ、我々議会で

も説明も受けていませんし、全く分からないところなのです。まず、時系列を市民に分か

りやすく説明していただくのと、この誘致に関して竹原市地域振興アドバイザーの伊藤智

禧氏がどのように関わっていったのか。なぜ、このアドバイザーという肩書を竹原市の誰

が認めて、どういうふうになったのかをお聞きします。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） すみません、正確な日付というのは現在持ち合わせていません

ので、大体ということにはなりますけれども、まずこの誘致活動に取り組むに至ったとこ
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ろでございますが、先ほども説明させていただきましたとおり、約１０年程度前に共通の

知人を通して知り合いになられたということから、この相手方の方については運行会社の

ほうにも知り合いがおられたということで、クルーズ船誘致をしてみませんかというよう

な御提案をいただき、取り組むこととなったというところでございます。

それで、その後、まず８月、夏でございますけれども、そのクルーズ船運航会社のほう

に訪問し、竹原のＰＲをする機会をいただいたということでございまして、その際に竹原

市あるいは竹原観光まちづくり機構と同じような肩書で訪問活動をしたいということか

ら、先ほど議員から説明いただいたアドバイザーの名刺のほうを作成し、訪問時の会社で

合流することとしておりましたので、その会社で名刺をお渡しし、会社訪問後、後日名刺

のほうは御本人から返却いただいたという経緯でございます。

こちらの任命につきましては、代表理事と相談をいたしまして事務局長のほうで判断

し、交付させていただいたところでございます。

また、現在の状況ということではございますけれども、先日、竹原のほうに訪問いただ

いた後、現在今後のクルーズ船のプログラムの作成をされているという状況でございまし

て、本市としてはクルーズ船のほうが実際に竹原のほうにおいでいただくことを期待して

今待っている状況でございます。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） そのプレゼンを行うために地域振興アドバイザーの肩書を渡したと

いうことでいいのですか。だから、竹原市としては、それは地域振興アドバイザーとして

は認めてませんよ、ただプレゼンに行くために肩書を与えたということであれば、相手の

海運会社に対しても、これうその肩書ですよね。そういう人を利用してプレゼンを行った

ということになるわけですよね。

私、この件、竹原市の公式のフェイスブックにちょうど３月頃にいろんな書き込みがあ

りました。大変きつい人だなというイメージがありながら、でもよくよく読むとまんざら

うそでもないのかなと思いながら、しかし怪文書とまでは言いません、怪文書であれば名

前も伏せますし、この人は地位も出していますし、自分がどういう人間かということも出

しているわけなので、ある程度事実があるのかなと調べてまいりました。今回の答弁書

も、そのプレゼンを行うために、いかにも自分たちがそれを行いましたよというような書

き方をされていますけど、これはでも実際にそこに尽力されたのはもともと伊藤氏とその
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海運会社との接点から始まっているわけですよね。私が第三者から聞いた話では、市長の

ほうからコロナ前にあったけど、またコロナ後何とかなりませんかというような話があっ

たと聞いております。その中で伊藤氏が尽力して、動いて、今に至ったと。その中で、８

月２３日にプレゼンが済み、そこから市長や部長、ＤＭＯの関係者と一切連絡が取れなく

なったというような文書の内容です。全部を信じているわけではないです。ただ、実際に

市長にも國川さんにもかなり仕事場のほうに電話がかかってきていると思うのです。１回

も受けていないという話は聞いております。ましてや、仕事中の職員が対応しているわけ

ではないですか。多いときには日に何回もかかってきているはずです。なぜ出られないの

です。そこをちょっとお聞かせください。

（「弟ではなくて本人答えろや」と呼ぶ者あり）

議長（大川弘雄君） 傍聴の方、そこでは私語は慎んでください。いいですか。

（「失礼しました」と呼ぶ者あり）

答弁。

企画部長。

企画部長（國川昭治君） 失礼しました。先ほどの関係については、議員については多分

そのＳＮＳ等の内容を御紹介いただいたものと考えております。

まず、名刺につきましては、機構といたしましては、訪問時に参加いただく際の肩書と

いいますか、ということでアドバイザーの名刺を用意させていただいたという認識をさせ

ていただいているところでございます。

また、電話等に出ていないではないかという部分につきましては、ＳＮＳのほうであの

ような発信をされているという状況の中で、本市においてもどのような対応をしていくか

ということから、もう電話等には出ないという形で電話に出なかったという状況でござい

ます。

以上です。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） すみません、一言電話に出て話すれば、お互いの意見の思い違いと

かが、私なら逃げずにそうすると思います。

ただ、私の片一方のコメントを見てから判断するのではなく、いろんな広い目で拝見を

しても、急にプレゼンが終わった後から一切の連絡を絶たれるということが、これは邪魔

になったのかなというような思いがあります。これまでそれだけ尽力されてここまでこぎ
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着けてきたのに、断りの一つもなくそういうことをもしされたのであれば誰でも怒るのか

なと。もう竹原市ってそういう人付き合いをしているのですかという。これは全くもって

信じられないなという思いがございます。

これも第三者からの報告なのですが、そのコメントに対して、あと支払いの件がありま

すよね。税抜きで６０万円という支払いが来ているわけですよね、ＤＭＯに対して。それ

はプレゼンのときにＤＭＯのほうから後でちゃんとするから準備しといてというようなお

言葉だったというふうに聞いております。

議長、議長、首かしげているけど、あなた何しているのですか。

議長（大川弘雄君） ６０万円と。はい、どうぞ。

７番（高重洋介君） そういう話ですよね。タネットさんのほうには、これはタネットさ

んのＰＲビデオも伊藤氏が多分提案したのではないかなというような話を聞いておりま

す。タネットさんのほうには見積りを取って、たしか１０万円だったですか、私もビデオ

見ましたけど、これは表には出ていないものなのですけど、支払いができている。しか

し、伊藤氏には支払いができていない。その中で、竹原市の顧問弁護士がこういう行為は

やめてくださいと、明細がないものには支払いができませんと。すごいなと思ったのです

よ。金払わずに弁護士に頼むのかって。これは市がやることではないですよね。

その６０万円の金額というのが、どこまで何が入っているかも私には分からないのです

けど、それが高いか安いか、見積りを取っていないほうが悪いのではないですか。市の事

業であれば、まずはどこもそうですよね、入札がありながら、いろんなものがあって、鉛

筆１本買うのでもそうではないですか。そういうことを怠っている職員が悪いのではない

ですか。その辺についてはどうですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、見積りを取っていないのかという点でございますけれど

も、竹原観光まちづくり機構におきましては、一般社団法人ということで新たな法人でご

ざいまして、その規定の中で、職員が出張等をする場合については、交通手段の移動、あ

るいは現地で当然プロモーション活動する中で消耗品等も必要であるということから、全

て実費支給ということで後日精算で対応させていただいているところでございます。

今回につきましても、内容といたしましてはお土産用のものを入れるバックを用意する

ということでございましたので、そのような消耗品として現地で調達可能という判断をい

たしまして、相手方の方に現地で調達いただき、それについては後日精算という形で対応
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させていただいたものでございます。

（「おまえも現地行ったんちゃうのかい」と呼ぶ者あり）

議長（大川弘雄君） 傍聴の方、そこではしゃべれませんから。

（「失礼しました」と呼ぶ者あり）

退場しますか。

（「お任せいたします」と呼ぶ者あり）

静かにしていただけます。

（「お任せいたします」と呼ぶ者あり）

７番高重議員。

７番（高重洋介君） ちょっとびっくりしているところではあるのですが、現地精算、自

由に使えるお金ということですよね。そこは精査しないといけないですよね、しっかり

と。今、新たな組織ってＤＭＯのことだと思うのですけど、今は別組織というふうによく

委員会でも、市とは違いますよと。だったら、これは顧問弁護士に頼んでいるではないで

すか。顧問弁護士はＤＭＯとして文書を出していますよね。例えば、市長にしてもＤＭＯ

の代表者みたいな形でその文書の中に出ているわけですよね。これは竹原市が出したわけ

ではないです、ＤＭＯが出したわけではないですか。この顧問弁護士料はどうなっている

のですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、市につきましては、顧問弁護士料ということで毎年契約

させていただいているのですけども、今回の請求に関する案件につきましてはＤＭＯのほ

うで対応ということでございますので、ＤＭＯとして弁護士のほうに依頼をしまして、Ｄ

ＭＯのほうで支出するという形になっております。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） それはもうそういう約束をされているわけですか。そういう話で、

弁護士のほうに。これからもしいろんなまたことが起こってくるたびに弁護士料をＤＭＯ

が払うということですか。それでいいのですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） どうしても別の法人ということでございますので、別途契約と

いう形になっております。
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以上でございます。

議長（大川弘雄君） ７番高重議員。

７番（高重洋介君） その辺はこれからしっかりと見ていかなければならないなと。

その顧問弁護士さんの中で、私は誹謗中傷的なコメントは、市長に対しての誹謗中傷的

なコメント、竹原市長と出てましたよ、ＤＭＯの代表者という形ではない。なのに、なぜ

わざとＤＭＯの代表という言葉をつけたのかなという思いがあるのです。どう見ても、一

竹原市長に対してのコメントしか載っていないわけですよね。その辺が何かこう話がどう

なっているのかなと、分かりにくい部分があるのですが。

例えば、さっきの６０万円のクーラーボックスやら、何かというお話でしたが、これ、

事が、例えば電話の件もありますし、私はよく分からないですよ、本人と話していないの

で。だけど、普通にうまくいっていたらそんな請求もなかったと思うのですよね。ねじれ

たために、電話に出ていただけないためにこういうふうな請求にもなっているし、これは

２０２３年７月２３日ですけど、海運会社から市長へのレクチャーを行うためにいろんな

方が、大学の教授とか市長とかが来られて、市長を家まで迎えに行ったと書いてあります

が、竹原マリーンでクルーザーを使って観光クルーズを行っておりますよね、レクチャー

をしながら。その際の経費も伊藤氏が全額支払いをしているのか、またそういうことがう

そか本当か分かりません、そういうことがあったのであれば、そういうのも含めて支払い

に含まれている可能性もあるわけではないですか。例えば、プレゼンにアドバイザーとし

て東京まで行くとしても交通費がかかるし、人件費もかかるわけです。この人の人件費が

３０万円かもしれませんし、５，０００円かもしれませんし、その辺は分からないではな

いですか。その辺について、今後この６０万円に対してどういうふうな形を取るのか、支

払うのか、このままもう見て見ぬふりをするのか、その辺についてお聞きさせてくださ

い。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 請求書に関する質問でございますが、請求書の内容といたしま

しては、食品保存用クーラーバック及び保冷剤と取得のための交通費等を含むということ

の記載がございます。こういった内容についても、金額的に先ほど紹介がありましたが６

０万円ということでございますので、内訳明細等について資料を頂きたいというところで

今お願いしているところでございますけども、現在まで相手方から内容の資料の提出がな

っていないという状況でございます。
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確かに、旅費または人件費等がかかるという部分については、どの法人においても管理

費とかいろいろございますので、その点については認識しているところでございますけど

も、その内容についてもう少し支出すべき内容かどうか確認させていただきたいというこ

とから今現在お願いしているものでございまして、まだ提出がないことから支払いできて

いないという状況でございます。

（「お願いなんかしてへんやろ、いいかげんなこと言う

な」と呼ぶ者あり）

議長（大川弘雄君） 傍聴の方、退場を命じます。

（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは、続けます。

７番高重議員。

７番（高重洋介君） ちょっと混乱して、何をしゃべろうか忘れたのですけど、明細、い

ろいろ等々があれば支払いをする準備はあるということですね。

そのためには、まずしっかりとお話ししてください。我々がここをどうこう言うもので

もないし、例えばいろんなコメントがあります、これ一つ一つ市長が言ったのですか、ど

うですかということは私は聞きません。ただ、事実もあると思います、それは人間ですか

ら。共通の知人を通じてお知り合いになったとありますけど、私は誰か聞いています。た

だ、そのお名前はここで出すべきではないというのも分かっております。しかし、そうい

った方からの縁で、こういう関係はどうなのかなと。やっぱり人間ですから、付き合って

みてちょっと思いも違うところもあるし、いろんな、正直フェイスブックに書き込みされ

ているのを見ても、ちょっと凶暴な人だなというのもあると思います。しかしながら、そ

ういった大事な方から御縁をいただいたのなら、しっかりとうまく付き合っていくのも市

長の一つのあれではないのかなと。私が見る限りには急激な変わり方により、この方がそ

ういうコメントとか、いろんなことに出たと思うのですけど、今後また、まだいろんな方

がいると思いますし、特に観光等であれば、いろんな人とも知り合わないといけないわけ

なのでしっかりした付き合いを、避けるときには避けるけど、それはお互いが了承の上で

きちんとできるものが、一番の私の今回の問題は電話に出ていないということだと思うの

ですよ、ここがそもそもの。それは何でですかというようなものは聞きません。それはも

う、市長、國川さんもしっかり考えて、まさか私、今日、本人が来るとは思ってません

が、私は知り合いでもないしあれなのですけど、していただきたいです。



- 55 -

それが、１つのことを、支払いのことでも済んでいって、それがクリアになっていかな

い限りには、私たちはＤＭＯに対して不審な目でしか見れないので、その辺についてお願

いいたします。できれば市長にお願いします。

議長（大川弘雄君） 市長。

市長（今榮敏彦君） 質問に対する答弁等については、部長のほうを中心に答弁をさせて

いただいておりますが、本件の取扱いに関して、るる経緯がある中で、時系列に言えば、

先ほど質問者も内容については控えるというふうなお話もありましたので、私のほうから

もその件については答弁することも控えたいと思います。

いずれにしても、行政事務を進めていく上では様々な方と交流がありますし、様々なお

付き合いもございます。その中で、双方の合意の上で進めているもの、またはお話だけを

お聞きして対応ができないもの様々あると思いますが、本件のような事案についても、非

常に残念なことであるというふうに私も認識しておりますし、今後において行政事務が適

切に進むように、職員一同と一緒になって様々な事業に取り組んでまいりたいというふう

に思っております。

議長（大川弘雄君） 以上をもって高重洋介議員の一般質問を終結いたします。

議事の都合により、午後１時まで休憩といたします。

午前１１時２３分 休憩

午後 １時００分 再開

〔議長交代〕

副議長（今田佳男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前中に引き続き一般質問を行います。

質問順位２番、松本進議員の登壇を許します。

１４番（松本 進君） 日本共産党の松本進です。発言通告に従って一般質問を行いま

す。

第１番目には、本郷産廃場の汚染排水から市民の命と健康を守る竹原市行政とは、この

テーマで質問したいと思います。

私は、住民関係者が行う本郷産廃場排水の水質調査に同行しました。その水質検査は、

産廃場調整池からの排水値が、５月３１日金曜日１３時頃、ＣＯＤ４０、ＢＯＤ４０、６

月７日金曜日１３時頃にＣＯＤ５０、ＢＯＤ６０となっていました。この数値は、排水基

準値のＢＯＤ２０、ＣＯＤ４０を超過しています。２０２３年９月市議会で、私の質問の
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答弁では、ＢＯＤ、ＣＯＤなどの排水基準値を超えた場合は、廃棄物の搬入及び処分の中

止、その他生活環境保全上、必要な措置を講じますと答弁でした。

まず最初に、即刻、三原市や広島県と連携を取り、産廃場調整池からの排水の水質調査

を実施して、この事態の解明、分析を行い、汚染源を除去する対策を実施すべきです。市

長の対応をお聞かせいただきたいと思います。

次に、また本郷産廃場からの排水が竹原市側に流れる山林が伐採され、調整池となる場

所には重機が入り、産廃場拡張工事が実施されていました。私は、地権者と同行して山林

伐採などの現状を確認しました。国道２号線からも山林伐採等は確認できます。竹原市長

はこの産廃場拡張工事の進捗状況を把握していますか。

次に、安定型産廃場が建設されれば、そこからの排水は汚染されています。三原市側の

産廃場排水の汚染実態を踏まえた竹原市民の水源汚染の防止対策を竹原市長はどのように

考えて実行されますか。

次に、２０２２年６月３０日の広島地裁判決は、本郷産廃場建設を容認する不当な内容

ですけれども、産廃場に汚染物質が混入する可能性や汚染された浸透水が処分場の埋立地

から漏水する可能性は否定していません。市長は、広島地裁判決が指摘したこの内容を承

知しているかどうかお尋ねします。

次に、実効ある竹原市水源保護条例の早期制定を強く求めます。私は、今年２月市議会

の一般質問で、本郷産廃場から調整池に入る水路のます枠の排水に泡が出ていることを指

摘して、なぜ泡の分析をしないで影響がないと判断できるのかと再質問をしましたが、市

長は、この検査主体は広島県です、結果のみを聞いていますとの答弁です。これでは、住

民の安全と水源の汚染を防止することはできません。

そこで市長に質問します。

竹原市環境基本条例の前文の趣旨はどのように明記されていますか。また、同条例の第

１２条、規制措置はどのように明記されていますか。

３点目に、住民の産廃場反対署名運動の願意を市長はどのように認識して対応されてい

ますか、お尋ねします。

２番目の質問項目は、市道側溝の維持管理についてです。

昨年６月市議会の市道側溝の維持管理に伴う私の一般質問の答弁で、竹原市は、市道の

側溝は、維持管理を容易にすることに加え、道路排水を確保するために原則として蓋を設

置しておりませんが、道路が狭隘で通行の幅を確保する必要がある場合などには市が蓋を
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設置しており、このような側溝蓋の破損については必要な修繕等を行っています。また、

側溝の流れが悪い場所の要望について、件数は取りまとめておりませんが、市民の方から

の通報や要望に対しては、状況を現地で確認するとともに、できる限り必要な対策を講じ

ているところですという答弁でした。

そこで市長に質問です。

まず１点目には、道路排水を確保するため、原則として市道側溝の蓋は設置していない

という答弁でしたけれども、町並み保存地区や新開土地区画整理事業区域内等々には、市

道の側溝に蓋を設置しています。この側溝蓋を設置した目的や効果を市長はどのように認

識されていますか。

次に、市道側溝に蓋を設置、市や個人、蓋を設置しておりますけれども、この箇所の道

路雨水の排水機能はどのように維持管理していますか。全市道の側溝ではなく、市道の側

溝に蓋が設置されている場所等に限定した維持管理を伺っておきます。

次に、個人が市道側溝に蓋を設置する申請許可は、この５年間にどのような状況になっ

ていますか。

４点目に、先日、市道側溝の破損危険箇所を市建設課維持係の担当者と現地で確認し、

車や人などの通行安全のために改善を要望しました。翌日、その危険箇所に赤いコーンを

設置する対応をされました。この場所は、数年前にも破損した側溝等の改善を要望してい

ます。他の場所を含めて、側溝が壊れたままに放置されているところがあります。

そこで市長に質問します。

なぜ市道側溝の蓋が壊れたまま危険な状態が放置されているのですか。また、その場所

で人身事故等が不幸にして発生した場合、市道の管理者である市の責任はどのようになり

ますか。

次に、市道側溝の清掃活動について。市道側溝に蓋が設置してある清掃活動は、私が見

る限り、住民関係者の高齢化などで十分に対応できない状況もあります。

そこで市長に質問です。

市道の排水機能を維持するために、住民の要望がある清掃活動には市が積極的に支援、

関与する必要がありますがどのように対応されていますか。また、昨年の私の質問に対す

る答弁で、清掃時における困難な事案がありましたらできる限り対応したいということで

す。市道側溝の清掃活動に係る住民、自治会関係者の相談件数と市の対応はどのようにな

っていますか。
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次に、自治体、住民関係者の清掃活動に伴う事故補償について、団体保険の届出状況は

どのようになっていますか。

次に、市道本川向島線の側溝改修工事（アイフル三差路から日本橋まで）の一部が中断

しています。この工事は、２０１７年度予算市議会で可決、成立した中央地域の雨水排水

対策工事です。この未着手部分の工事、市道側溝改修はいつ頃再開されますか。

３番目の質問項目は、竹原市の観光行政についてです。

５月３１日、総務文教委員会で、一般社団法人竹原観光まちづくり機構、いわゆる竹原

ＤＭＯの取組状況が報告されました。２０２３年度の各事業取組実績の事業内容１から１

０は、全て事業者の選定が連携になっています。本来、地方自治体が行う業務、公共事業

等の発注は、入札が原則です。それは、公平性、公正性を担保するためであります。例外

的に地方自治法施行令第１６７条の２で随意契約ができる要件を限定しています。

そこで市長に質問します。

竹原ＤＭＯは、この連携に基づく業務の発注に伴う事業者の選定や入札業務契約はどの

ように実施されていますか。また、市行政の公平性、公正性はどのように担保されている

のか伺います。

次に、竹原ＤＭＯの２０２４年度体制を見てみますと、竹原ＤＭＯの執行機関は、１０

人中４人が市職員、市長を含みます市職員です。また、ＤＭＯの意思決定機関は、理事会

に４人、社員総会に２人の市職員、これも市長を含みますけれども、職員が参加していま

す。一般社団法人の活動を調べてみると、事業内容に制限はない、公益的な事業を行う必

要もない、法に反しなければどのような事業でも自由に行うことができる旨が紹介されて

いました。

そこで市長に伺います。

重要な業務と位置づける市観光行政を、市職員が入札、契約までなぜ実施しないのでし

ょうか。

次に、一般社団法人という形の竹原ＤＭＯをなぜ立ち上げたのでしょうか。

次に、竹原市による公的事業と竹原ＤＭＯが行う民間事業を区分する明確な判断基準を

伺います。

次に、竹原ＤＭＯの定款第８条（経費の負担）は、社員は、当法人の目的を達成するた

め、それに必要な経費を支払う義務を負う。同条第２項は、社員は、社員総会において別

に定める入会金及び会費を納入しなければならないと明記しています。この入会金、会費



- 59 -

は幾らですか。また、その入金日とその財源はどのようになっていますか、伺います。

次に、大型客船観光客の誘致活動は、現在どのように取り組まれていますか。

次に、竹原ＤＭＯが弁護士に依頼して株式会社エイピックに２０２４年４月４日付で書

留内容郵便物を出しています。その内容は、株式会社エイピックの大型客船誘致活動に伴

う請求書（品名：商船三井クルーズプレゼンテーション用資料手配など）の内訳明細書及

び領収書の客観的な資料の提示をいただかないと請求金額を支払いませんというもので

す。

そこで市長にお尋ねします。

この請求に対する竹原ＤＭＯの依頼は、会社事業の経費原価を明らかにしてくれという

ことになりませんか。私は、早期にこの会社への請求金額の支払いと明確な謝罪を市長の

責任で行うべきと考えます。市長は、大型客船観光客誘致の事業という市観光行政の重要

な業務をなぜ口約束で行ったのですか。この会社に対するＤＭＯの責任者及び市長の明確

な答弁を求めるものであります。

副議長（今田佳男君） 順次答弁願います。

市長。

市長（今榮敏彦君） 松本議員の質問にお答えいたします。

１点目の本郷産業廃棄物最終処分場についての御質問でございます。

これまで、広島県や三原市と必要な情報を共有する中で、産業廃棄物最終処分場の浸透

水が廃棄物処理法の基準値を超過している旨の報告は受けておりません。設置者が公表し

ている維持管理記録簿によると、本年５月１４日に２か所で実施された浸透水の水質検査

の結果は、ＢＯＤの値が１リットルにつきそれぞれ２．２ミリグラムと０．６ミリグラム

であり、基準値である１リットルにつき２０ミリグラム以下の数値となっております。

また、三原市においては、本年３月から毎月１回、日名内川の水質検査を実施してお

り、過去３回の水質検査の結果、ＢＯＤの値は１リットルにつき０．５ミリグラムから

１．９ミリグラムまで、ＣＯＤの値は１リットルにつき２．６ミリグラムから２．８ミリ

グラムまでとなっており、いずれも廃棄物処理法の基準値以下となっております。

なお、広島県においても定期的に浸透水の水質検査を実施しており、仮に廃棄物処理法

に基づく基準値を超過した場合には、事業者に対しては厳正な対応が行われることとなっ

ております。

次に、拡張工事の進捗状況につきましては、本郷産業廃棄物最終処分場の設置者は、令
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和２年４月２３日付で埋立地の面積約９万７，０００平方メートル、埋立容量約１０４万

立方メートルの安定型産業廃棄物最終処分場の設置許可を得ており、この許可済みの埋立

地内で山林の伐採等が行われているものと承知しておりますが、詳細については把握をし

ておりません。

安定型産業廃棄物最終処分場周辺の生活環境の保全のためには、展開検査や水質検査の

確実な実施及びその結果の公表など、法令に基づく廃棄物最終処分場の適正な維持管理が

不可欠であることから、昨年７月１１日に三原市と連名で広島県に対して本郷産業廃棄物

最終処分場の適正な維持管理及び周辺の生活環境の保全等について要請を行ったところで

あります。今後も三原市と連携し、必要な情報の収集や共有を図りながら、必要に応じて

広島県に対して当該産業廃棄物最終処分場への廃棄物処理法に基づく適正な監視、指導が

行われるよう求めてまいりたいと考えております。

次に、令和４年６月３０日の広島地方裁判所の判決につきましては詳細は承知しており

ませんが、令和５年７月４日の広島県の設置許可の取消しを求める訴訟に係る広島地方裁

判所による判決の中で、安定型最終処分場においても、設置に関する計画や維持管理に関

する計画に不備または欠落があり各種許可要件を満たさないものであった場合には、本来

予定されていない安定型産業廃棄物に該当しない廃棄物が当該処分場に持ち込まれ、そこ

に付着した有害物質が場外に排出することが考えられるといった記載があることは承知し

ており、広島県からは、そうした法令違反がないよう監視、指導を徹底するとともに、必

要と認められる場合には施設への立入検査を実施すると伺っております。

次に、竹原市環境基本条例につきましては、前文において、身近な環境をはじめ多様な

生態系や地球環境の保全の意義を深く認識し、環境への負荷が少なく持続的に発展するこ

とができる社会の実現を目指して、地域から行動を起こし、全ての人々が相互に協力し合

って積極的に環境の保全に取り組んでいくこと、竹原市に集う全ての人々の参加と協力に

より、水と緑に恵まれた潤いのある環境を守り、これを継承していく必要があることなど

が明記されております。

また、同条例第１２条において、公害の原因となる行為や自然環境の保全に支障を及ぼ

すおそれがある行為、人の健康又は生活環境に支障を及ぼすおそれがある行為に対し、環

境の保全上の支障を防止するため必要な規制の措置を講じるものとすると規定しておりま

す。

産業廃棄物処分場からの排水について市民が不安に思われていることは認識しており、
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こうした市民の不安を払拭し安心を確保するため、指導・監督権限を有する広島県に対し

て、これまでに三原市と連名で産業廃棄物処理施設の設置に係る環境配慮手続条例の制定

や本郷産業廃棄物最終処分場の適正な維持管理等についての要請を行っているところであ

りますが、今後も広島県や三原市と連携を図りながら必要な取組を実施してまいりたいと

考えております。

次に、２点目の市道側溝の維持管理についての御質問でございます。

市道側溝の維持管理については、道路の雨水排水を処理する道路構造物として市で管理

しております。このうち、側溝の蓋は、原則として設置しておりませんが、道路が狭隘で

通行の幅を確保する必要がある場合などには、必要に応じて市が蓋を設置しております。

町並み保存地区においては、江戸時代からの多くの歴史的建築物が保存され、背後の山並

みとともに貴重な歴史的景観を形成しており多くの観光客が訪れていることから、観光客

が安心して散策できるよう、市で景観に配慮した側溝蓋を整備しております。

また、効率的な土地利用を図るために整備を進めている新開土地区画整理事業の区域に

おいては、道路や水路等の公共施設の整備に必要な土地をできるだけコンパクトにするた

め、道路側溝に蓋をして車両の通行を前提とした構造としております。

次に、市道側溝に蓋が設置されている箇所の維持管理につきましては、側溝の劣化や破

損などにより本来の機能が損なわれた場合、蓋が設置されていない箇所と同様に補修や修

繕等により側溝の機能維持を図っております。また、過去５年間の個人等が設置する側溝

蓋に係る道路占用許可申請の件数は４件となっております。

個人等が設置する側溝の蓋については、各設置者の責任において管理していただくこと

としており、その蓋の管理不行き届き等が原因で事故が発生した場合の責任の所在は個々

の事情によって異なるためお答えいたしかねますが、側溝蓋が破損した場合の対応といた

しましては、危険箇所へカラーコーンを置くなど、道路管理者として必要な安全措置を講

じているところであります。

次に、道路側溝等の清掃活動につきましては、自治体が管理する道路側溝はその距離が

膨大であり、人員や財政の面からも清掃を全て自治体で賄うことは現実的ではないことか

ら、本市においても、居住地の地先の清掃については自治会など地域の方々に御協力をい

ただいているところであります。

また、地域清掃での困り事などの相談は日常的にお受けしていることから詳細な件数は

把握しておりませんが、高齢化による負担の増加などの相談を踏まえ、令和３年度から排
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出汚泥の処理、回収を業者へ委託するなど、地域の皆様との協働が維持できる対策を講じ

ているところであります。こうした清掃活動に対して、令和５年度は、土のう袋の交付の

ほか、５３件の汚泥回収処理、２６件の車両貸出しについて対応したところであります。

地域清掃活動における事故等の補償につきましては、竹原市市民活動団体保険を運営し

ており、自治会や市民活動団体などにあらかじめ登録していただき、これらの団体が行う

地域社会活動等における事故については保険が適用されることとなっております。なお、

保険料については市が負担しており、令和５年度においては全自治会の約８割が加入され

ております。

次に、市道本川向島線の側溝改良工事につきましては、駅前商店街周辺が従来から浸水

していた状況を踏まえ、平成２８年度から令和２年度までの間に本地区の事業を実施し、

バイパス管の整備や水路改修及び老朽化したマンホールの改修を行ったところでありま

す。その後発生しました令和３年の豪雨災害時には、同地区における浸水被害はなく、一

定の効果があったものと考えております。現在、浸水被害のあった本川排水区の整備を優

先的に実施しているところであり、市道本川向島線の水路改修工事の未着手部分について

は順次整備を行っていく予定としております。

次に、３点目の竹原市の観光行政についての御質問でございます。

一般社団法人竹原観光まちづくり機構が事業を外部に委託して実施する場合において

は、その事業効果が高められるよう専門的知識やノウハウを有する事業者に委託するもの

であり、これまで竹原市の公募に参加した実績のある業者等へ案内し、プロポーザル等に

より委託先事業者を選定しております。昨今の社会情勢の変化に伴い、国内では団体旅行

から個人旅行が主流となり、また海外観光客のインバウンド需要が高まりを見せ、旅行商

品等の高付加価値化、ブランド化が提唱され、観光産業においては量から質への転換が求

められております。

こうした中、様々な事業を戦略的に実施していくためには、行政だけでなく市内事業者

や地域住民等の多様な関係者を巻き込みながら推進していくことが大切であり、公共性を

持つ民間組織が推進役となることが最も望ましいものであると考え、一般社団法人竹原観

光まちづくり機構を設立し事業を推進しているところであります。

市が実施する事業と竹原観光まちづくり機構が行う事業のすみ分けにつきましては、広

域連携などの行政間における観光施策に関する総合調整を市が行い、それ以外の観光商品

の開発や観光プロモーションなどの観光施策全般を竹原観光まちづくり機構が実施してお
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ります。

竹原観光まちづくり機構の会費等につきましては、当該法人の目的に賛同し入会した正

会員が定款の規定により納入するもので、法人・団体正会員は入会金５万円、年会費１口

５万円、個人正会員は入会金１万円、年会費１口１万円と定めており、入会時に入会金と

年会費を納入し、以後については毎年年会費を納入することとなっております。

次に、クルーズ船誘致活動につきましては、国や広島県、周辺市町などの関係機関との

連携を図っており、今年度、中国地方整備局において、その一環として竹原港から今治港

までのルート実証を行うこととされております。今後も引き続き関係機関と連携を図りな

がらクルーズ船誘致に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

次に、株式会社エイピックからの請求金額の支払いにつきましては、一般社団法人竹原

観光まちづくり機構は同社に対し内訳明細等の資料の提出を求めておりますが、現在まで

同社から内訳明細等の資料が提出されておらず、その内容が支出すべき適正な内容である

と確認できていないことからお支払いすることができないものであります。なお、本件に

関する対応につきましては先ほど申し上げたとおりですが、竹原観光まちづくり機構とし

ましては、既に弁護人に代理人として対応をすることを委任しているところであり、これ

によって適切に対応してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） それでは、再質問に入ります。

再質問の順番は、本郷産廃場の問題が最初、次は観光行政の問題、それで最後に市道側

溝の維持管理に再質問をしたいと思います。

それではまず、本郷産廃場の問題についてですけれども、まず確認しておきたいのは、

先ほど市長答弁がありまして、私が産廃場からの排出水の水質検査のことを伺いました。

それに関わってその答弁では、これまで広島県や三原市と必要な情報を共有する中で、産

廃処分場の浸透水が産業廃棄物処理法の基準値を超過している旨の報告は受けておりませ

んという答弁がありました。私の認識と違っているので確認したいと思いますが、三原市

が水源保護条例をつくったという新聞記事が載っています。それを見ると、三原市は、本

郷南方の産業廃棄物最終処分場で、昨年６月、排水が法定の水質基準値を超えていたこと

が県の検査で判明したというふうに新聞ではあって、だから水源保護条例をつくる必要が

あるというような趣旨の報道になっています。
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確認したいのは、先ほど、県、三原、事業者を含めてですけれども、浸透水の廃棄物処

理法の水質基準値を超えている旨は報告を受けておりませんということと、私は超えたこ

とがあったものですから知っているわけですけども、この三原市のように、昨年６月に法

定の水質基準を超えていたと、県の検査が判明したということが載っています。これはど

ちらが正しいのかどうかを確認しておきたい。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 昨年６月の県の水質検査についての御質問でございます。

昨年６月１６日に広島県が最終処分場の浸透水及び地下水の検査を実施し、基準値を超

えていたことがございました。その後、県による埋立処分の中止等の指導を実施され、ま

た廃棄物処理法の遵守に係る警告を実施された後、数値が基準内に回復したことから搬入

を再開されたものでございます。三原市の検査につきましては、本年３月から毎月１回定

期的に住民の不安を解消するために実施をされているものでございまして、その三原市の

検査につきましては、これまでのところ基準値以内で推移していると認識しております。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 今私が確認したのは、答弁には、これまで広島県、三原市等が調

べたけれども、廃棄物処理法の基準値を超過している旨の報告は受けておりませんという

ことが答弁でありました。ですから、これは間違いかどうなのかということで、三原市が

水源条例をつくったよということで、５月３１日の地方紙のことで、昨年６月、県の調査

では基準値を超えていた。ですから、こっちのほうが正しいということで理解をしておき

たいと思います。これは答弁の分が間違っているということになろうかと思います。

それで、次の質問に入りますけれども、答弁の中で、広島県や三原市が基準値を超過し

ていないという、これは間違いだと思うのですけれども、三原市、広島県、これはどこの

場所から採取して検査したのかどうかを確認しておきたい。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 広島県と三原市の採水場所についての御質問でございま

す。

広島県の採水場所については県は非公表とされておりますので把握はしておりません

が、広島県からは、県では廃棄物の層を通過した浸透水について法令に基づき適切に行政

検査を実施しているとお伺いしております。三原市におかれましては、先ほども申しまし

たが、日名内川で毎月１回定期的に採水を行い水質検査を実施されておりまして、その結
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果をホームページ上で公表されております。採水場所の詳細については把握しておりませ

んが、周辺住民の不安が解消されない状況を踏まえ独自の水質検査を行っておられること

から、有効かつ効果的な場所を選定し採水を実施されているものと考えております。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 産業廃棄物から出た水の影響、水質の影響、地域に与える影響と

いうのはまず公表しなくてはいけないですけれども、県が非公表だとか、三原市は日名内

で取っているよと。日名内といっても長いわけでしょうから、私は具体的にどこの場所の

採水をして検査をしているのかということが大切ではないかと思うのですね。住民の方が

毎週調査していますけれども、そこは産廃場からの、すぐ直近の、調整池に入る前の直近

のしみ出た水といいますか、ここも調査されたり、何か所かしています。

それで、私が今この壇上で報告したのは、常識的に見てここは合理的だなということ

で、私も現場を見ておりますけれども、産廃場から調整池に入って調整池から直近の、一

番近いところの川に排水されていると。そこの川の排水するところで採水をして、水をく

んでチェックしているわけですね。これは誰が考えても合理的に産廃場の影響が出る、こ

れは合理的に誰が考えてもそうだと思うので、住民の方が毎週やっておられます。

しかし、これは市長が、あなたが答えてくれないと、部長の今そういう答弁ですから

ね。私は、具体的にその産廃場からの排水の浸透水等の影響は、直近のところ、小川に流

れる一番近いところで採水する。これをしないと、日名内のといっていろんな距離があり

ますから、距離があればいろんな支流からの水が入って、雨水が入って薄まるといいます

か、正確な水質検査ができない、これはごくごく常識的な取組ではないか。

ですから、市長に私が今お尋ねしたいのは、県が非公表だと、だから分かりません。三

原市は日名内のどこかでしょうということでしょう。私は、明確にさっき言いました。産

廃場があって、そこから調整池に流れている、調整池から、その近くに小川がありますけ

れども、小川に流れる直近のところですね。産廃場からの影響を調べるのに最も適した場

所、私はここで採水すべきだということで、もし三原市や広島県がそこで採水していない

とすれば、調べて、ぜひそういうふうな取組をしてからやるべきではないかということは

県や三原市に申し入れるべきではないかと、市長はどうお考えでしょうか。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 広島県につきましては、行政検査などの行政執行情報につ

いては原則非公開とされておりまして、採水場所についても非公表ということでございま
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す。三原市につきましては、水質検査は法令に基づいた適切な方法で実施をされておりま

すので、これからも検査の結果に注目してまいりたいと考えております。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） もう一回、市長に聞きますよ。

だから、今、部長が答弁したのは、県や三原市のそういった対応でしたというのは、答

弁は分かりましたよね。しかし、私が言っているのは、そういった、県が非公表なのはけ

しからんことだけども、非公表であったり、三原市の採水場所、日名内で採水しているよ

ということですから、私がさっき言った合理的な場所は、産廃場調整池へ流れて、調整池

から近くの小川に流れる、そこのところからくんだ水を調査する、これが一番合理的だ

し、産廃場の影響を調査することができる、私はそう思うのだけれども、市長はどう思う

のかと。非公表やはっきりしない場所で住民が納得するわけないでしょう。非公表で出た

情報は水質基準を超過していませんという報告ですよ。これは一部間違いでしょうけれど

もね。

ですから、本来自治体というのは住民の福祉の向上を最優先にやるというのが第一の仕

事ですから、県がやることがおかしいな、三原市がどうなっているのかな、というのは県

に問い合わせれば済むことですよ。私が今提案しているように、産廃場から出た水、調整

池に入って直近の小川に流れる水をそこからくむ、これを調べるのが一番合理的だし産廃

場の影響が分かると私は思いますけど、市長はどう考えますか。市長が答えないといけな

いだろう。

副議長（今田佳男君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 先ほど部長のほうからお答えしたとおり、県のほうにも場所につ

いては当然どこかということは照会をさせていただいた上で、行政執行に関わる情報とい

うことで明らかにしていただけないというところでございました。三原市についても、三

原市、他市の状況でございますし、情報として明らかにしないということでございますの

で、数値については三原市さんは先ほどのように公開をされておりますので、実際に基準

値を下回っているということで確認が取れていると思いますし、県のほうからも、昨年、

議員のほうがおっしゃられたとおり、基準値を超えている場合は一定に明らかにはされて

対応をされているというところでございますので、そこは県のほうの調査においても基準

値以下であるということで考えております。

なお、先ほど昨年の６月のお話を出されましたけれども、今回の質問において、今年の
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５月とか６月とかというときの計測数値を述べられた上で状況がどうかというお話をいた

だいておりましたので、ですから、それは当然、昨年の６月に端を発した、基準値を超え

た後に県のほうが一定に事業者に措置を取って、それで事業者が改善措置を行った上で基

準値をクリアする状態になって事業を再開された、それ以降のことということで、特には

今年に入って最近の状況ということで答弁をさせていただいているものでございますの

で、よろしくお願いします。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 繰り返しになりますから、最近の水質ということで答弁があった

というのは分かりました。ですから、私が言ったのは、これまで調査してきた県、三原

市、事業者等ということを言いました。

それで、先ほどの採水場所のことは、だから、広島県の行政執行上支障があるというの

はどっちを向いて行政をしているのかなと疑わざるを得ないのですよね。住民のためな

ら、さっき言った自治体の分は住民の福祉の健康増進のために仕事をしなくちゃいけない

という基本でありますからね。住民が不安に思っていること、どこで採水してこうだった

よというのは最低限として公表しなくてはいけない。その採水場所おかしかったら、私の

分がおかしいなら堂々と言ってほしいのですよ。あなたが言った分は、正確な産廃場から

の水質の影響がそれでは測定できませんというなら、公の場で言えばいいわけなのです

よ。それが合理的なのなら、そうだというのでやり替えればいいことですからね。

ですから、くどいようだけれども、私はさっき説明しました。産廃場調整池直近の小川

に流れているところから採水して点検する、調査する、これが一番産廃場からの浸透水の

影響等を調べるのは合理的だ。これを調べないといけないことを繰り返し指摘したい。広

島県がそうでないなら、その改善をこの場で求めておきたい。

それから、産廃場施設の拡張工事という私は言葉を使って現状を把握しているかという

ことをお尋ねしたのですけれども。拡張工事の許可された面積より超えてという理解をさ

れたのであるならば、そうではなくて、許可した面積の中で今産廃場の埋立てが行われて

いる。現在のところは、埋め立てたところは山谷がありますから、埋め立ててそこから流

れる水は本郷側、三原市のほうに流れています。

私が言ったのは、その同じ許可面積の中で新たな、拡張工事という言葉を使いましたけ

れども、やられているのは国道２号線からも見えますけれども、山谷となっているところ

で、そこに降った雨が竹原市のほうに流れる工事、山を削ったり下に調整池を造るような
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準備がされているよと。この状況の把握はされていますかどうかを確認しておきたい。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 工事の進捗状況の状況把握について御質問でございます。

住民の方からの情報提供や道路から確認できる範囲内において、産業廃棄物最終処分場

から排水が本市側に流れてくる場所が開発されていることにつきましては承知しておりま

すが、具体的にどの程度まで開発されているのかまでは把握できておりません。県にも確

認いたしましたが、許可を得た範囲内で行う工事の進捗状況については報告をする義務も

ないということでございまして、県のほうでもその状況を把握していないとお伺いしてお

ります。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 開発のことも県が公表するつもりはないということでしたが、先

ほど行政が何のために仕事するかというのは、県でも竹原市でもですけれども、住民の福

祉の増進といいますか、ここが第一の仕事だという、わざわざ自治法に書いてあるわけで

すよね。ですから、企業のことを最優先でやりなさいということは一つも書いてなくて、

住民の福祉の増進、ここでいえば、健康、命を守る水源汚染の心配をされるということに

対してきちっと対応しなくていけないというのは、行政の大事な仕事だと思うのですね。

それで、今、部長から答弁があったのが、今の許可の範囲の本郷産廃場施設で、許可の

範囲の中で竹原市に流れる側の工事、木を切ったりというのは外から見えますから、木を

切ったような状況は把握しているということがありました。ですから、山を切って下に調

整池を造れば、あとは今度は、三原市のほうの満杯状況等もあるのでしょうけれども、埋

立ての状況もあると思いますけども、次は竹原市の側に産業廃棄物の埋立てがやられる

と。そこから出る水のことは対応しなくちゃいけないと思うのですね。

それで、私は、竹原市がつくった環境基本条例はどうなっているか、あとはそのための

規制措置はどういうことをしなくちゃいけないかということをあえて質問しました。です

から、そういった竹原市がつくった環境基本条例や環境基本計画等々から、そういったお

それがある、水源の汚染のおそれがある場合の対応をしなくてはいけないということも書

いてあるわけですからね。これは、ずっと放っておいて、調整池を造って、埋め立てられ

て、現実に汚水が竹原市側に流れるよということの対応では私は遅いと思うのですね。そ

れが今の三原市の現状ではないですか。

だから、三原市と一緒に広島県に対して、竹原市はこういう、すぐ近くに井戸水があっ
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たり、下流域には水源がある、その水源の大本のところを汚染させては困るということは

竹原市自らの条例とかに書いてあるわけですから、そういった立場からも、竹原市側が開

発されている詳しい分は分からないにしても、竹原市のほうに流れる排水、水のところ

が、木を切ったりされているということは把握されているわけですから、次のステップは

三原市の教訓を生かして、市民の不安を解消する、水源汚染を防止してくれというのが市

民の願いですよ。これに対する市の対応はどうされるのですかということを聞いておきた

い。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 現在の排水につきましては、三原市域に排出されておりま

すため広島県及び三原市が対応されており、その情報を共有いただいております。また、

指導監督権限を有する広島県に対して、これまでに三原市と連名で産業廃棄物処理施設の

設置に係る環境配慮手続条例の制定や本郷産業廃棄物最終処分場の適正な維持管理等につ

いての要請を行っているところです。

水源保護条例につきましては、条例はその効力が及ぶ範囲として当該地方公共団体の区

域内においてのみでございますので、現状においては廃棄物処理法に基づいた適正な維持

管理が行われることが重要であると考えております。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 竹原市側に流れる水というのは、はっきりそういった水源のおそ

れというのは明確だと思うのですね。これにどう対応していくかということで、今水源保

護条例は云々と言ったけれども、この条例以外に県との連携を取って市民の不安を解消で

きるのかと。だから、市民の不安というのは、産業廃棄物処分場が竹原市側に流れるとこ

ろに埋め立てられて、そこの排水が竹原市側に流れる、その近くの井戸水や水源を汚染す

るおそれがある、これは裁判所でも明確ですからね、汚染は明確なのですよ。

ですから、こういった状況の中で、今まで県と連携を取って三原市もやっているわけで

すよね。水質基準法で定められた水質基準を監視している、時々オーバーしているという

ことがあったらそのときはきちっとやらなくちゃいけないけれども、少なくとも守らせる

というのは最低限必要なのですけれども。

私がそこで確認したいのは、ぜひ水源保護条例をつくらないと、今の産廃処理法、水質

基準からは竹原市としても打つ手がないのではないかというのは大変心配しているわけで

すよね。ですから、三原市も水源保護条例をつくりました、竹原市も、私も今まで繰り返
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しつくるべきではないか、これは、土地が本郷側にある、三原市側にあるからということ

でつくれないということではなくて、その流れる水が竹原市側になるわけですから、これ

は水源保護条例をつくっておかないと守れないというのが、極端に言ったら水源保護条例

しか守る手だてはないというふうに私は思います。

ですから、この条例をどうしても、三原市はもうつくりました、ぜひとも早急に市長の

責任で三原市の条例をもうちょっと研究して、早めに竹原市としても水源を保護する、汚

水を中止させるような実効性ある条例をぜひともつくっていただきたい、つくるべきでは

ないかということについて、市長の考えを市長にお尋ねしておきたい。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 水源保護条例の制定についての御質問でございます。

これまでに答弁してきましたとおり、三原市と連携した取組が必要であるとは考えてお

りますが、このたび三原市において制定された条例は、対象地域を市内全域とされてお

り、対象施設として産業廃棄物最終処分場のみでなく、水質汚濁防止法に規定する有害物

質使用特定施設も含められております。仮に、本市で三原市と同様の条例を制定するとし

た場合、その事務処理に相当のコストやマンパワーが必要となることが想定されることか

ら、三原市の条例の内容をそのまま本市で制定することは現実的ではないと考えておりま

す。

また、廃棄物処理法や水質汚濁防止法など法律によって規定されているものについて

は、本来その法律を根拠とした対応が図られるものであることから、改めて市の条例によ

って規定する必要はないものと考えております。今後、三原市が制定された条例を実際に

運用される中でどのような効果を発揮しているのかなど、その動向を注視しながら情報の

収集に努めてまいりたいと考えております。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 三原市が全域を規制するような保護条例をつくった、そこまで竹

原市はマンパワーがない、だからつくれないというのは、議論がかみ合わない。つくらな

い理由の一つだと私は思わざるを得ないですね。それは、簡単に言えば、水源の条例、今

あるところの下流域に適応したような条例をつくればいいわけですよ、わざわざ竹原市全

域までする必要はない。賀茂川水源とか井戸水とか、そういった分の上流域の産業廃棄物

等、そういった施設のものは困るよという条例をつくればいいし、そのときに三原市と連

携して、これは三原市のほうの土地でしょうから、三原市と連携して竹原市のほうに流れ
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る水なのですよと、条例から見たらいろいろこういった水源汚染は困るということで、部

分的に、竹原市全域に規制をかけるのではなくて、水源の上流域、今ある現実的な対応が

できるような地域を規制するというような水源保護条例をつくれば済むことではないです

か。

そういった難しい三原市というのはまねをしなくてもいい。竹原市独自のコンパクト

な、竹原市のパワーで、人材で対応できるような区域を狭めて規制すれば対応できること

ですから、それでどうなのかと、規制地域を狭める、そういった実効性ある水源保護条例

をつくるべきではないかということでもう一回答えていただきたいのと。

私が、あえて三原市もつくっているよということも紹介しました。これは、住民の福

祉、繰り返し言っているように、竹原市の基本中の基本の仕事だと思うのですね。水源を

守る、市民の命と健康を守る、これほど大切なと言うとおかしいけども、最も基本中なと

ころを放置することは絶対に許されないと思うのですね。

ですから、もう一つ水源保護条例をつくる必要があると、コンパクトなという、実効性

ある水源保護条例をつくれということを申し上げたいし、この水源保護条例をつくらなく

てこのまま放置してだんだんできたら、今の三原市と同じような泡水や臭いが出るような

水が竹原市側に流れてくる。これだけは決して放置してはいけない。ですから、水源保護

条例をつくる以外に、市が監督するとかいろいろありましたけれども、そういった監督を

すれば、下流域の井戸水の住民の方、下流域の農業用水での心配の方、ひいては竹原市の

水源の汚染は心配ないと明確に言ってくださいよ、もしそこであなたが本気で考えている

なら。私は、そうではないから水源保護条例を早期につくらないと間に合わないと。です

から、水源保護条例をつくらなくても、この竹原市側に流れる水の井戸水を飲んでいる

人、農業用水を使っている人、ひいては竹原市の水道水源に影響はないと明言してくださ

い、ここで。

副議長（今田佳男君） 市民福祉部長。

市民福祉部長（森重美紀君） 水源の保護につきましては、住民の安全を守るために大変

重要なことであると認識しております。

ただ、先ほども述べましたように、法令で規定されているものについてはその法律によ

って対応が図られるものであることから、本市にできることとして一体何ができるのか、

現在三原市が制定された条例を実際に運用される中でどのような効果を発揮しているかな

どを注視しながら検討してまいりたいと考えております。
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副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 早急に検討して実効性ある水源保護条例をつくるべきだと。あえ

てもう一回言うと、先ほど産廃場ができて竹原市側に水が流れる、そこの下流域の井戸水

や農業用水あるいは竹原市の水源、ここが明確に心配ないと言えるかどうかということは

答弁がないわけですよね。それはできないわけですよ、誰が考えても。ですから、この水

源保護条例をどうしてもつくる必要がある。

それで、水質の検査の分を追加しておきますと、飲み水の井戸水の検査の中には、１０

項目か、一般細菌や大腸菌等々をチェックする項目があります。そして、水道法にも一般

細菌、大腸菌をチェックすることがある。しかし、安定型産廃場の浸透水の水質基準、別

表第２というのがあるのですけれども、これは、この安定型産廃場ができて下流域の浸透

水等の水質をチェックする項目は２３項目になっているけど、この中にはさっき言った飲

み水に適応されている大腸菌とか一般細菌の検査項目さえないのですよ、この中には。井

戸水は１０項目中にもあるけれども、この産廃場の排出の水質基準値、調べる項目という

のは大腸菌、一般細菌はない。ですから、百歩譲ってと言ったらおかしいけれども、この

産廃場ができて調べたら基準値以下の排水なのですよと言っても、決して飲める水ではな

いということだけは明確に指摘して、ぜひ水源保護条例をつくって真剣に対応していただ

きたいということで、次の質問に移ります。

次は、観光行政についてお尋ねしておきたいというふうに思います。

観光行政のことで、私は、２３年度、令和５年度の各事業実績の取組、これが５月３１

日の総務文教委員会で報告されて、ＤＭＯが令和５年度の中には１０件の事業を連携とい

う形で、どこどこの事業者を選んでそこに仕事をしてもらうというようなことをやってい

るわけですね。

それで、竹原市が竹原ＤＭＯへ委託して、ＤＭＯが連携という形ですけれども各事業者

を選んで観光事業を行っているということで、要するに連携とは何ぞやと、どういった取

組をされているかということを私は質問しました。

それで、本来は、壇上で申し上げたように、竹原市の事業を選定、発注といいますか、

それは入札をやって契約するというのが大原則です。そして、プロポーザル方式で今この

観光行政はやられているのでしょうけども、このプロポーザル方式についても随意契約の

一種、企画競争型方式でしょうけども、要するに随契の一種ですよね。ですから、随意契

約はいろいろ問題が起こりやすいから、こういった分しかやってはいけないということ
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が、歯止めがかかっています。

それで、あえて私がここで聞いたのは、竹原市が、令和５年度、２０２３年度に１０件

の事業をＤＭＯが連携ということでやっている。そこで各いろいろの事業をやっています

けれども、プロポーザルといえども１者だけでやってくださいということでは、先ほど私

が言ったような公平性、透明性は担保できないということは誰が考えても明らかですよ

ね。

ですから、ここに事業が、例えば２３年度、令和５年度の事業では、ブランディング戦

略の策定とかブランディングツール作成とか、いろいろ１０事業をＤＭＯが選定してやっ

ているということで、例えばこの１０事業について、全部プロポーザルかどうかは分かり

ませんが、１０事業について、何者選定してそこから選んだよということを具体的に、１

０個の事業がありますから、教えていただきたい。

副議長（今田佳男君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 竹原観光まちづくり機構におけます業者選定と実施方法につい

ての御質問でございます。

こちらにつきましては、５月３１日の説明におきましては連携という形で記載させてい

ただき説明をさせていただいたところですが、大半は委託事業として実施をさせていただ

いているところでございます。

また、委託業者の選定に当たりましては、先ほど市長の答弁のほうでもございましたと

おり、ノウハウを生かした事業者を選定しているということでございますけども、選定に

当たりましてはプロポーザル方式等を活用して実施しているところでございます。各事業

の参加業者については、すみません、資料を現在持ち合わせておりませんけども、全て複

数者に参加いただきながら、答弁にもございましたように、これまで実績ある者、あるい

はこういう事業をやられている事業者にお声掛けをしまして提案いただき、事業者を選定

してきたところでございます。

以上でございます。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） ここは事前に通告しているわけですから、もう少し詳しくお尋ね

しておきたい、資料がないから分かりませんということではお粗末過ぎるということで、

連携ということでやられているのでしょうけど、例えばブランディング戦略策定というの

は、５００万円かかって、実際に行ったのはＦＲＡＳＣＯという会社でしょうけれども、
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この分でいえば、これはプロポーザルでやったのか、何者選んでここに決まったのかを教

えてもらえますか。

副議長（今田佳男君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） すみません。どうしても記憶の中でになりますので、すみませ

ん、数字については複数者ということで答弁させていただきたいと思いますけれども、そ

の複数者の中でこのＦＲＡＳＣＯを選定したというところでございます。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） これは、公の場ですから、せっかくの機会で、こういういろんな

適正、公平性を担保するような入札とか業者選定をしなくていけないというのはもうごく

ごく常識的なことですよ。ですから、そこで資料がないとか複数者という曖昧な答弁では

納得がいきませんよね。

ですから、こういったＤＭＯが業者を選定しているわけですから、ＤＭＯが何者選ん

で、プロポーザルでやったらここに決まりましたよというのは最低限公表すべきではない

ですかね。ホームページの作成なんかも５００万円かかっている。これはサイクルという

ことでしょうけれども。情報データベースの構築もサイクルですけれども、ここも何者で

選んで実際の会社に決まったというのが、例えばこのホームページの作成やデータベース

の関係、あるいは一番大きいのは観光プロモーション、これは１，１００万円ちょっとで

すけども、ここを聞きましょうか。観光プロモーションでは、１，１００万円で、ここに

近畿ツーリスト云々という会社がありますけれども、何者選んで、プロポーザルかどう

か、何者選んでここに決まったのかを、この１，１００万円ぐらいは明確にしてもらわな

いと困りますよね。

副議長（今田佳男君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） すみません。繰り返しになり申し訳ございませんけども、複数

者参加いただきまして決定させていただいたところでございます。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 市長、これは、ＤＭＯの責任者はあなたですよね、市長ですよ

ね。これは、市長であって、ＤＭＯの執行機関は代表理事があなたです、市長です。市長

というのか、代表理事が執行機関、ＤＭＯがいろいろ仕事をする機関の責任者は市長で

す、あと職員３人ぐらいいるけどね。あと、意思決定機関も、理事会の代表理事も市長で

すけれども、今は執行機関のことを聞いているわけですから、これも知らないということ
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はちょっと言えないと思うのだけど、大きな金額の１，１２９万４，０００円の予算で、

同額の決算で、要するに同額で事業をやらせているということですよね。これは、プロポ

ーザルでやったのか、何者集めてやってここに決まったのか、市長に責任ある答弁を求め

ておきたい。

（１３番宇野武則君「議長、議事進行」と呼ぶ）

副議長（今田佳男君） 宇野議員。

１３番（宇野武則君） 肝ですからね。休憩して資料を出させなさい。

副議長（今田佳男君） ちょっと待ってください。

休憩します。

午後２時１５分 休憩

午後２時２２分 再開

副議長（今田佳男君） 再開いたします。

企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、貴重な時間を空費いたしまして誠に申し訳ありません。

先ほどの答弁でございますが、すみません、私もプロポーザルに参加していて記憶の中

の範囲だったのでああいうお答えをして申し訳ありませんでした。

まず、ブランディングの事業につきましては、３者参加いただいております。また、観

光プロモーションについては４者ということで、それぞれ提案いただきながら業者選定を

したところでございます。

以上でございます。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） それぞれ３者、４者という、２つの事業についてはお答えいただ

きました。

それで、プロポーザルといえども随意契約と同じような扱いがあって、随意契約では、

この概要、随意契約のできる要件というのが決められております。そこの中でいろいろ見

ますと、例えば、予定価格が少額であるという面ではこの１，０００万円というのはちょ

っと大きいかなと思うのですけども、あと性質または目的が競争入札に適合しない場合は

随契にしますよとか、いろいろ緊急に入札が必要なときとか、競争入札にすることが不利

益と認める場合とか、いろいろ６項目の歯止めがかかって、随契する場合はこういったこ

とができる要件ですよということで、まず予定価格が一番少額だと、競争入札にすること
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が適さないというようなところを、今２つは紹介したのですけど、こういったことに該当

するのかどうか。

それで、あと３者、４者であっても連携というのがあるから、気になるのは、本来３者

なら３者で入札させて、一番安くていいところを選ぶというのが基本原則だと思うのです

が、この３者、４者は、連携というのは、もう一回確認しますけども、ＤＭＯが入札を行

って決めたのか、この３者、４者のほうについては入札をやったのかどうかということ

と。さっき言った随契になる要件がありますね、予定価格が少額の場合とか、競争入札に

付することが不利益と認める場合とかということで随契の要件があります。これに該当し

た内容なのかどうか、この２点をお答えください。

副議長（今田佳男君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、参加業者については、冒頭説明させていただきました３

者、４者で実施させていただいたところでございます。こちらについては、連携事業とい

うことで委員会資料では記載をさせていただいておりますけども、業務委託として実施し

ているところでございます。

また、業者選定に当たりましては、限られた予算、委託料の中でより効果的、効率的な

事業実施ということに関しましては、価格競争によるところではなく、提案内容等につい

て審査をいたしまして決定することとしておりまして、内容については競争入札には適さ

ないというふうには考えているところでございます。

以上でございます。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） 適さないと言うけれども、そこでＤＭＯが入札をしないと、現実

問題は、さじ加減と言ったら言い方が悪いか知らないけども、プロポーザルという名の下

に。それは確かにプロポーザルの分がありますよね、要件があるのでしょうけれども、随

意契約に近い形では、さっき私が言ったように、公正性とか公平性を透明化しないと、誰

から疑われてもしょうがないよということが起こる。

ですから、随契、プロポーザルの場合は、特に注意してということで、３者であって

も、競争性になじまないという理由がどこにあるのですかね。先ほど言ったブランディン

グ戦略とか観光プロモーションとかこの２つの事業に言っていましたけれども、これは、

プロポーザルというのは分かります、そこで３者を選定したというのは分かります。そこ

から一定の競争性で入札、３者なら３者で入札する、４者なら４者で入札をするというの
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が公正、公平性を担保できると思いますけれども、それについてはどうでしょうか。

副議長（今田佳男君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、すみません、公平性という部分でございますが、まず委

託金額につきましては、予定額を示した上で、その範囲内で提案をいただいておりまし

て、提案内容のよい業者を選定し契約したというところでございます。

こういった方式につきましては、現在提案内容のいいプロポーザル型というのは一定に

はどこもが実施している内容でございまして、選定においてもよりいい事業者を選定させ

ていただいたものと考えております。

副議長（今田佳男君） 総務部長。

総務部長（向井直毅君） 契約に関しての御質問という趣旨もございますので、私のほう

から契約について一言お答えしたいと思います。

まず、全体といたしまして、竹原市の契約規則または地方自治法に基づく契約というの

はあくまで市が直接工事ないし業務を委託する際に守るべきルールでございまして、委託

先の業者については業者のルールに基づいて行われるということが大前提ではございます

けれども、今回のプロポーザルにつきましては、一般的には、いろいろ御意見等、考え方

もございますけれども、それぞれ金額だけではなく、いわゆる業務の内容またはそういっ

た専門性を問う中で、金額だけでは判定し切れないもの、こういったものを主にプロポー

ザルによって業者を選定しているというような、市の業務についてはそういったすみ分け

を持ってさせていただいております。

そういった意味で、広義の意味でいえばプロポーザルというのは随意契約とはなります

けれども、金額のみだけでなく、そういった実績、また専門性も含めて総合的に評価する

という形であればプロポーザルというものは有効な選定理由になろうかというふうに考え

ておりますので、御理解いただけばと思います。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） ちょっと誤解があったらいけないのだけれども、私はプロポーザ

ルが全て駄目だということを言っているわけではないのですね。だから、プロポーザル

で、こういった今ブランディング戦略の策定とか観光プロモーションの事業とか、金額が

１，１２９万４，０００円という、観光プロモーションは高いですけども、金額が大きい

ですけども。

ですから、公募方式で観光プロモーションを４者選んだ、４者選んで、プロモーション
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で選んでいるわけですから、一定の竹原市としてはこういった観光行政をしたいというの

はいろいろ仕様書とかいろいろあってやっているはずですから、そこで４者を呼んで、そ

の呼んだ４者なら４者の中からどこの企業に決めるかという面では、さっき言った、どう

しても公平性、透明性を確保しようと思ったら入札という原則しかないのではないかと思

うのですね。あとはこのブランディング戦略も一緒ですよ。

ですから、これは、同じ金額の予算金額に対して、決算額、執行額も同じ５００万円、

５００万円、ブランディング策定ね。観光プロモーションも１，１２９万４，０００円か

ら予算を組んで、同じような金額で、決算額で執行されているということでは、公平性、

透明性があって合理的な安くていいところをという入札制度のいいところが生かされてい

ないのではないかということなのです。プロポーザルで選んだらいけないということでは

ないのですけどね。

プロポーザルで３者あるいは４者選んだ、そこでこの入札金額が、予算と決算、執行金

額が一緒だということでは、競争性が働いていないのではないのかということについては

どうでしょうか。

副議長（今田佳男君） 総務部長。

総務部長（向井直毅君） すみません。これはあくまで一般論ではございますけれども、

確かに公平性、透明性という部分で、金額によらない部分についてもそこは選定理由に入

るということではございますが、その理由といいますか、その選定に当たってのポイント

も全てポイントづけをいたしまして、それぞれ選定委員を設けてしっかり判定をするとい

うことで、そこの部分については、公平性という部分については担保ができているものと

いうふうに理解をいたしております。

当然、契約の原則というのは入札というものが原則ではございますが、例外規定とし

て、そういった公平性、透明性を担保した上でのプロポーザルでの随意契約ということ

も、広くこれは一般的に行われているものでございますので、そういったものをしっかり

担保した上でそういったものは行われるべきものでございますし、そういったものが担保

できる仕組みは可能であるというふうに御理解いただければと思います。

副議長（今田佳男君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 議員のほうに少し誤解があるのではないかというふうに私は思っ

たのですけれども、プロポーザルをやって４者を選んだということではなくって、プロポ

ーザルを行うに当たって、提案募集、ですから最初に答弁のほうでも申し上げましたけれ
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ども、竹原市で観光のいろんな取組に対してプロポーザル等で手を今まで挙げていただい

た業者さんにこういう形で提案をしていただければということで募集をかけて、その中に

４者が手を挙げてこられたということでございます。手を挙げてこられたときには、です

から仕様書等をいろいろ出しておりますので、竹原市の観光行政にのっとってよりよいも

のをその中から選んだということでございますし、金額につきましても、先ほど申し上げ

たとおり、一定の金額というのをお示ししておりますけれども、それより一定額安いとい

うところにはそれなりの点数もそこに加えながら、全体の点数評価をした上で業者選定を

しているということでございますので、御理解をいただければと思います。

副議長（今田佳男君） １４番松本議員。

１４番（松本 進君） いろいろ説明があったけれども、予算と決算の分の結果論を見る

と、そこには税金の合理的な支出というのか、そこではもうちょっと説明責任が果たされ

ていないというふうに私は思っています。

それと、次の質問になりますけれども……。

副議長（今田佳男君） ３分前になりますから。

１４番（松本 進君） 私は、今度、ＤＭＯ、今調べてみますと、竹原市の観光行政に関

わる職員というのは、課長含めて１０人というのになっていました。竹原市で行う、課長

を含めて１０人の観光行政係の中からあえてＤＭＯに４人でしたか送り出してＤＭＯをつ

くって、そこに仕事を契約させるというようなこともやっている。本来ならこの１０人の

観光行政で市としてはいろんな、先ほどあったような広域的連携の行政間における観光施

策の総合調整、こういったことを、市の本来のことをやって、この方針が決まっていれば

その中でこういったプロモーション、ブランディング、いろんな事業をやってもらおうと

いうことがシェアできることを、あえてわざわざＤＭＯをつくって、竹原市からＤＭＯ、

ＤＭＯから業者の選定という、その中間的なＤＭＯが一つ、無駄という言い方も見方もい

えばあると思うのですが、そういったことがあるわけですよね。

なぜ１０人の職員、課長を含めているのに、その中から４人をＤＭＯに派遣してわざわ

ざこういった、難しいといいますか、さっき言った決算の分でいえば、予算執行と決算を

見れば、合理的な執行にはなっていないということが起こるのか、なぜＤＭＯを立ち上げ

たのかということを説明していただけますか。

副議長（今田佳男君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） まず、職員１０人ということでございますが、産業振興課は農
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林水産、その他の業務をしておりまして、観光の担当職員については令和５年度は１名で

対応していたという状況でございます。

また、ＤＭＯ法人を立ち上げて、その効果ということでございますが、３点あるかと思

っておりまして、１点目としては、市長が答弁させていただきましたとおり、公共性を持

つ、専門知識を持つ民間組織が推進するほうがいいだろうということ１点と、２点目とし

ては、行政では人事異動というものがございまして定期的に職員が替わりますが、こうい

う組織につきましてはプロパー職員が雇用できるということで、より専門知識、経験を有

する民間人材を雇用し、しっかり取り組んでいくということが、法人としてのノウハウを

生かしながらさらなる事業効果を上げていくことが可能だと考えております。また、３点

目としては、国においてこういう観光まちづくり法人の設立を進めているところでござい

まして、これを立ち上げることによりまして補助金等、財源の確保も有利になると、この

３点が効果だと考えております。

こういったことから法人を立ち上げ、関係事業者と連携をしながら観光施策を推進して

まいりたいと考えております。

以上でございます。

副議長（今田佳男君） 以上をもって松本進議員の一般質問を終結いたします。

議事の都合により、２時５５分まで休憩します。

午後２時３７分 休憩

午後２時５３分 再開

〔議長交代〕

議長（大川弘雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

引き続き一般質問を行います。

質問順位３番、宇野武則議員の登壇を許します。

１３番（宇野武則君） それでは、令和６年第２回定例会一般質問を行います。

皆さんお疲れのところですが、早くやめますのでよろしくお願いします。

１点目として、庁舎移転関連経費のうち、創建ホーム本社仮移転経費として、令和４年

１２月定例会最終日、１，５００万円が追加提案され、即議決されました。提案の根拠法

として、地方自治法第２３２条の２、地方公共団体は、その公益上必要がある場合におい

て、寄附又は補助することができる。公益上必要があると解釈し、このような取組をいた

しましたと答弁。後日、情報公開請求によると、５００万円は創建ホームの三原展示場の
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営業課、設計課、展示場打合せスペース、改装費とあるが、三原市は行政圏外、竹原市に

は何ら公益上の利益はないと思いますが、改めて法の拡大解釈ではないか伺います。

次に、１，５００万円のうち１，０００万円は、創建ホーム本社仮移転費、改装費、支

出額は８９７万９，１６７円であります。改装前、完成時の現場確認はされたのか、同時

に発注仕様書、領収書等の関係書類の提出はあったのか伺います。

次に、前平田総務企画部長は、三原展示場、公費支出については市顧問弁護士に協議さ

れたのかとの質問に協議されたとの答えでありましたが、協議された日時、場所、弁護士

名、５００万円支出についてどのような内容の助言をいただいたのか、市長に伺います。

次に、令和４年３月２９日、中国新聞朝刊で、創建ホーム社屋寄附へ、竹原市へ、商工

会議所移転候補地に、山本会頭は議員総会で明らかにした、市は受入れ前向き、一部会員

は、山本社長が会頭である理由から、利益相反など意見が出たと報じられた。

令和４年５月１９日、同紙報道で、竹原市、商工会議所事務所移転先、創建ホーム社屋

に決定、市が受納後、無償貸与か、臨時総会には６８名が出席、事務所を同社屋に移転す

ることを承認した、反対意見はなかった、市は態度を明らかにしていないが、関係者によ

ると受け入れる方針という、受納後は会議所に無償貸与とともに、移転支援金３，０００

万円を商工会議所に支払う方向で協議が進んでいる。山本会頭は、中国新聞の取材に、今

後とも市との協力体制を進め、竹原市の活性化につなげたいと述べたと報じられたが、そ

の後の会頭、会議所の判断は、長期にわたる市民負担が残った現実のみと思いますが、市

長の御所見を伺います。

次に、現在創建ホーム本社は名実ともに東広島の社屋であることは、多くの関係者の認

知するところであります。

現竹原本社は、社員数名で営業されていると伺っておりますが、旧創建ビルは既に築４

０年、創建ホームは営利企業、同社がビルを長期に使用するメリットは何もありません。

私は、同ビルは社には無用の長物と申し上げたのは、諸般の理由からであります。

形は違いますが、ふれあい館ひろしまの当時の物件所有者は創建ホーム、現在は転売さ

れているが、現在の施設運営費約２，０００万円は公金であります。

商工会議所会頭が市にどのような貢献があったのか具体的には分かりませんが、市長は

どのように認識か伺います。

令和４年度県合同庁舎の全体管理費は、５，３９０万円、県３，６００万円、市１，１

６５万円、会議所６２５万円であります。市は、広島県所有分を取得と答弁されている
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が、どのような内容で取得されたのか伺います。

次に、県合同庁舎移転費については、一連の新聞報道から山本会頭が主導で事業を進め

ているように見受けられますが、一説には竹原市の交渉窓口は副市長との説もあります

が、その事実はあるのか伺います。

土地使用賃貸契約書。竹原市を甲として、創建ホーム株式会社山本静司を乙として使用

賃貸契約を締結した。この契約書の締結書を証する為、契約書２通を作成し、甲乙が記

名、押印して各自１通を所有する。令和４年１２月２８日。甲、竹原市代表者、竹原市長

今榮敏彦。乙、竹原市中央３丁目７番１号、創建ホーム株式会社代表取締役山本静司。山

本静司の押印、割り印があるが、竹原市長の印はないが、欠陥文書ではないか、誰が作成

したのか伺います。

２点目として、市営住宅管理について伺います。

市長は、市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを

目的に、住宅セーフティネットの根幹となるものですと答弁を繰り返しておられますが、

現実の住宅管理をどこまで理解されているのか分かりませんが、令和２年度（中高層を除

く）管理戸数５５１戸、入居者数は２８１戸、納税額は２，０１２万４，１８６円、修繕

費は１，１１９万３，１６４円で、修繕費地域別では総数８７戸（竹原町５４か所、忠海

町２０か所、吉名町１２か所、北部１か所）で、修繕された住宅は築何年か伺います。

次に、吉名住宅、竹原大王、北崎住宅は、９割以上の入居者が退去して相当年数が経過

するが、何を目的に入居者を退去させたのか伺います。

次に、現在も各住宅には数戸入居者が残っておられるが、なぜ退去の処置をされないの

か伺います。

次に、長寿命化計画で現在何戸が整備されたのか伺います。

次に、現在企業による賃貸住宅が私の近くにも３棟、３０戸ぐらいの賃貸住宅が建設さ

れているが、若い夫婦が入居、ほぼ満室であります。市は企業の賃貸住宅をどのように把

握されているのか伺います。

３点目として、区画整理事業について。

現在、区画整理事業の総面積中、完成した面積と未整備地（戸数）について伺います。

次に、整備された用地のうち（売却済み）、面積、戸数合わせて未処分地（戸数）はど

れぐらいになるのか。

次に、６年延長されたが、残期間で予算はどれぐらいを推計されているのか。
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次に、残事業交渉は、どのような体制でどれぐらいの頻度で交渉されているのか。

次に、現在、市全域で人口減とともに空き家、空き地が増大している、その現状をどの

ように認識か伺います。

次に、ゆめタウン問題について伺います。

本年５月１７日に開催された市議会全員協議会において、市長はゆめタウンの取得を表

明されたのであります。同店は、２０２２年１１月閉店、本市では大型量販店として第１

号店であります。その老舗店が年末を控え閉店することは、イズミにとっては異例の決断

と推測されますが、市長はどのように認識か伺います。

解体費２億円については、全協での説明であります。公的機関で積算されたものか、あ

るいは解体業者が行ったものか伺います。

イズミ店内は、アスベスト等の吹きつけの有無について確認された上で２億円となった

のか伺います。

解体費が２億円を超えた場合は、どこが負担されるのか伺います。

ゆめタウン寄附と同時に市役所との中間にある民間駐車場、抱き合わせで購入との説明

でありますが、現在イズミ駐車場の固定資産税は年額どれぐらいになるのか伺います。

現在自己破産されているが、納税はどのように処置されているのか伺います。

市長説明のにぎわい創出とは、何を創造されているのか伺います。

市内では、小学校や幼稚園、保育所の統廃合や吉名、荘野出張所の廃止、統廃合は、地

域住民の皆様には欠かせない施設でありますが、人口減や諸般の理由を理解いただき、行

政推進に協力いただいていると思います。市は自己破産した企業の尻拭いをする必要性は

どこにあるのか伺います。

現庁舎の間にある駐車場や空き店舗も購入方針、民間施設誘致などを含め、一体的に整

備することで活性化が期待できると説明されたが、市長は現在市の経済動向をどこまで理

解されているのか、御所見を伺います。

現在、市民から一番疑問を持たれているのは、市長と地権者との関係であります。どの

ような関係か、市民に御理解いただくよう説明をお願いいたします。

以上、壇上での質問は終わります。

答弁次第では、自席で再質問をさせていただきます。

議長（大川弘雄君） 順次答弁願います。

市長。
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市長（今榮敏彦君） 宇野議員の質問にお答えいたします。

１点目の庁舎移転経費についての御質問でございます。

創建ホーム株式会社の本社移転につきましては、当初は新本社建設後に移転を予定され

ておりましたが、新本社建設前に事業者において市内外の必要な箇所へ本社機能を仮移転

していただくことで、本市の財政負担軽減と庁舎移転の早期進捗につながることから、公

益上必要があると判断し、市議会において仮移転支援金の予算議決を経て支出したもので

あり、その手続においては改修費の見積書や実績報告書等を提出していただいておりま

す。

さらに、竹原商工会議所につきましては、市議会において移転に必要な予算等の議決を

経て早期移転に取り組んでいただいたことから、本市の財政負担軽減と庁舎移転の早期進

捗につながったものであると考えております。

なお、顧問弁護士にも随時相談をしながら取組を進めており、移転支援金や使用貸借契

約の内容について確認の上、対応したところであります。

たけはら合同ビルの広島県所有部分の取得につきましては、現状有姿にて１億３，００

０万円で購入をしております。庁舎移転に関する関係機関との協議等につきましては、

様々な場面や内容に応じて、私をはじめ副市長や部課長などが適宜対応しております。

市と創建ホーム株式会社での使用貸借契約につきましては、複写により印影が見づらく

なったものと思われますが、原本には適切に押印しております。

次に、２点目の市営住宅管理についての御質問でございます。

昨年度の市営住宅の修繕箇所数は８８か所で、建築年代別では昭和３０年代が１４か

所、昭和４０年代が３６か所、昭和５０年代が２４か所、平成１０年代が１４か所となっ

ております。

入居者に移転をお願いする目的は、市営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅を集約化

し、管理戸数の適正化を図るため、建物が老朽化するなどした住宅を用途廃止することに

よるものであります。

これらの入居者は、高齢者の割合が高く、健康状態に不安がある方、低所得の方など

様々な事情を抱えている方が多いため、入居者の事情に寄り添いつつ丁寧な働きかけを行

い、理解を得ながら移転の取組を進めてまいりたいと考えております。

市営住宅の長寿命化の取組につきましては、大規模修繕、屋根防水、浴室改修等の長寿

命化と居住環境の向上を継続的に実施しており、実施戸数は令和３年度が４４戸、令和４
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年度が１８戸、令和５年度が３２戸となっております。

民間の賃貸住宅につきましては、営利を目的として運営されており、戸数や入居状況等

の詳細は把握しておりませんが、市営住宅は住宅困窮者で低所得の方を対象に所得に応じ

た家賃設定を行うなど、民間の賃貸住宅と市営住宅では役割や条件設定が異なるものと考

えております。市営住宅については、住宅セーフティネットとしての役割を果たしなが

ら、長寿命化計画に基づき管理戸数の適正化や安全性、居住性の向上を図ることにより、

誰もが安心で快適に暮らせる住環境づくりに努めてまいります。

次に、３点目の区画整理事業についての御質問でございます。

令和５年度末における仮換地の整備状況につきましては、総面積２１．３ヘクタールの

うち１８．１ヘクタールの整備を完了しており、残りの地権者数は現在整備中の仮換地を

含め３５件となっております。

保留地の売却につきましては、約４，２００平方メートルの整備を完了し、このうち約

３，４００平方メートルを売却処分しております。

事業費につきましては、全体事業費は５１億３，２００万円であり、令和６年以降の残

事業は約６億６，６００万円となっております。

本事業の推進に当たっては、区画整理専任職員２名のほか、都市整備課職員が一丸とな

り、それぞれの地権者の実情に応じた交渉方針に基づき適時適切に交渉を進め、関係権利

者との合意形成に努めているところであります。

本市においては、人口減少、少子高齢化の進展により空き家、空き地が増加傾向にあり

ますが、こうした人口減少社会に対応するべく、立地適正化計画に基づく集約型の都市構

造への転換を目指し、コンパクトで持続可能なまちづくりの形成を推進しているところで

あります。

このうち新開地区においては、土地区画整理事業等の推進により居住や都市機能の誘導

に取り組んだ結果、住宅の新築により区域内の人口が大幅に増加したほか、医療・福祉施

設、商業施設等が進出するなどの事業効果が現れているものと考えており、引き続き本事

業の早期完了に向け取り組んでまいります。

次に、４点目の旧ゆめタウンについての御質問でございます。

旧ゆめタウンにつきましては、令和４年１１月末、建物の耐震性の問題から、お客様と

従業員の安全性を考慮し、閉店を決断されたと伺っております。市の中心部に位置し、市

内の商業をはじめ、市民の雇用など、地域経済の活性化に多大な貢献をいただいていたこ
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とから、非常に残念なことであったと考えております。

旧ゆめタウンの建物解体費の見込額としてお示しした２億円につきましては、破産管財

人からの聞き取りや旧福祉会館の解体費を参考に試算した金額でありますが、今後の物価

動向によっては変動が見込まれるため、事業実施の際にはその時点で改めて積算して御説

明すべきものであると考えております。

旧ゆめタウン店舗のアスベスト吹きつけにつきましては、破産手続において調査されて

おり、飛散性のアスベストはないものと伺っております。

旧ゆめタウン駐車場及び破産手続中の法人に係る市税の内容につきましては、いずれも

税務情報に該当するため回答は差し控えさせていただきますが、破産手続においては、一

般的に租税債権は手続終了時に優先的に弁済されるものとなっております。

旧ゆめタウンの建物につきましては、このまま建物を所有する法人の破産手続が完了す

れば、まちの中心部に巨大な空きビルが残置され、負の遺産としてあり続けることとな

り、将来のまちづくりにおいて大きな課題となるものと考えております。

旧ゆめタウンを複合施設と一体的な整備エリアに包含し、有利な財源を活用して用地取

得や建物解体を進めることで、公共機能の充実と民間機能の誘導に向けた十分なスペース

を確保することが可能になるとともに、市民ホールや図書館、子育て支援機能などの複合

施設と民間施設の相乗効果により、日常的に多くの人が集まり、交流を生み出す空間を創

出することができるものと考えております。

本市におきましては、他の自治体と同様に人口減少が続き、今後も厳しい情勢が見込ま

れるところでありますが、人口減少やにぎわい、活力の低下に少しでも歯止めをかけるた

めに、危機感を持って取り組まなければならないと強く感じております。

複合施設をはじめとした中心市街地の一体的な再整備事業は、官民連携による公共機能

の充実と民間機能の誘導を目指していることから、民間事業者を誘致するために計画の自

由度が高い規模の整備エリアが必要であると考えております。

当該土地の地権者は、私の縁類に当たる方ではありますが、市民ワークショップや専門

的な知見から、再整備後の施設や機能イメージを踏まえ、隣接する旧ゆめタウン敷地と駐

車場等を含めた区域を整備エリアとして検討を進めているところであり、今回の再整備事

業に必要となる事業用地として確保すべきものと考えております。

これらの事業は、本市の将来を見据えたまちづくりの一環として、多くの人々が集まり

多世代が交流できるにぎわいと活力の拠点を整備するものであり、まちの中心に新たな価
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値と機能を生み出していけるよう、今後も市民の皆様に十分説明をしながら取り組んでま

いりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

マイクをお願いします。

１３番（宇野武則君） 私は、さきの議会でも申し上げたように、これは選挙の折のパン

フレットですが、絶えず行政に対しては是々非々を貫いてまいりますという、政策的なこ

とは一行も書いておりません。市長と私たちは、二元代表制で、市民から選ばれるという

説明をいたしただけの文書でございます。

そこで、２と３、市営住宅と区画整理について。

地方公務員法、さきの議会でも第３０条について説明をいたしまして、市長の御答弁を

いただいておりますが、第３５条まで、服務の宣誓とか、あるいは第３３条の信用失墜の

行為、第３４条の秘密を守る義務、それから第３５条の職務に専念する義務とあります。

それから、昭和４７年３月２２日、条例第８号として職員の服務の宣誓に関する条例が市

条例として制定されております。

第１条は、地方公務員法等によってでありますが、宣誓書は、私はここに、主権が国民

に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。私は、

地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ、能率的に運営すべき責務を深く自

覚し、全体の奉仕者として誠実かつ、公正に職務を執行することを固く誓います。こうい

うことなのです。

私は、２番、３番と申し上げましたが、これは本来は公共事業というのは大体工期が設

定されるのです。この下水の場合は、３０年間で使用料で支払うという前提条件がありま

す。しかし、これは、一般事業は、いろいろな理由を今まで述べておられますが、そうで

はないのです。来須の市営住宅なんかは、１万円で独身でも無収入の方でも入っておられ

るのです。だから、今、長寿命化計画と言っているのは、実際３，０００円や４，０００

円という家賃はないのです。

だから、そこらをこれから、今建設部長さんが県から来られて間がないので、この質問

は次回に据え置くということにしたのです。それで、全体をよく認識されて、できるだ

け、こういう人口減で予算がどんどんどんどん縮小されてくる時代には、敏速に仕事をや

るということ、それがこの地方公務員法でちゃっと述べられているのですから。
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だから、私は、よく申し上げるように、公金に妥協はないということを申し上げてきま

した。だから、私は今まで７件の裁判を市を相手にやっております。しかし、判決をもら

ったことは一度もないのです。５７年から６１年までの間の任期中には、リコール関係は

市長とやった裁判がほとんどです。それで、その以後、平成２年から６年までは、公共下

水道とか中四国フェリーの油購入とかというものが主です。それで、私は、今でもこれ、

小坂市長が１年を経過して何でこの下水道をやったのかなというように１年に１遍ぐらい

は思い出すのです。最終的には、区画整理だったのだなという結論に達するのですが。

どっちにしても、もうちょっとスピード感を持ってやらないと。今言うように、いろい

ろな理由をつけて、２件か３件を放ってから、何百坪という土地を独占しているのですか

ら。しかし、九十何％の方は、どいてくれた人の人権はどうなるの。市の方針を理解して

どいてくれているのよ。そのようなものは、いつまでもぐだぐだぐだぐだしていたら、今

度広島県の県営住宅、基町の、あれは４，０００人いるというのだ。まだ３人ぐらいいる

から解体はずっと先ですといって、そのようなことはしないのよ。だから、訳の分からな

い理由はいいが、協力してもらった人に対してちゃっとしたことを回答を出していかない

と、市が、今度協力する者がいなくなると。ごねればいつまでもいられるというのだ。そ

こには、経費も人件費も皆かかるのだから、私が言っている。

私は、ここに、市長の予算、それから議会の議決権、それから監査委員の監査報告に対

する申告者への判断の誤りというのが載っているのですが、これは民事訴訟なのです。

議会の決算審議において、承認議決を経た市長の補助金交付であっても、納税者訴訟の

対象となる。名古屋高裁です、これは。控訴人等が桑名市の住民であることは、弁論の全

趣旨により、その住所が桑名市にあることによって認めることができる。被控訴、桑名市

長が桑名市の昭和２９年度予算中、産業経済費、農林水産振興費から桑名森林組合こと桑

名森林保護組合に対し、新植奨励補助金として金２万５，０００円を交付したこと。控訴

人等が、昭和３１年６月１日、桑名市監査委員に対し、右補助金交付につき、地方自治法

第２４３条の２に基づき、監査並び措置の請求をなしたこと。右監査委員が、書面をもっ

て控訴人等に対し、右補助金交付は違法または不当でない旨の通知をなしたことは、当事

者間に争いがなく、成立に争いのない。甲第２号証によれば、監査委員が昭和３１年６月

１９日に右のごとき決定をなしたことを認めることができる。被控訴人は、本件補助金交

付は市議会の決算審議の際に市議会によって承認されたものである旨控訴し、成立に争い

のない。乙第２号証によれば、昭和３１年１月３０日、市議会が右のごとき決議をなした
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ことが認められるけれども、右決議によって予算支出の名目上の不当性または違法性は治

癒されるかもしれないが、本件補助金の交付行為自体に存在する違法性は治癒するものと

は考えられないから、被控訴人の主張、その理由がない。されば、本件補助金の交付金の

交付行為は、右のごとき違法性あるものとして取り消すべきものである。

地方公共団体の議会の議決があった公金の支出についても、地方自治法第２４３条の２

第４項の訴訟により、その禁止制限などを求めることができる。これは、昭和３７年３月

大法廷です、地方自治法第２４３条の２による住民の監査請求並びに及び訴訟は、地方公

共団体の公金又は財産に関する長その他の職員の行為を対象とするものであって、議会の

議決、是正を目的とするものでないことは原判示のとおりである。しかしながら、長その

他の職員の公金の支出等は、一方において議会の議決に基づくことを要するとともに、他

面法令の規定に従わなければならないのはもちろんであり、議会の議決があったからとい

うて、法令上、違法な支出が適法な支出となる理由はない。原判決は、かかる場合には、

同法第５章に定める議会の解散請求によって解決するものと考えるが、支出、公財産の管

理等を適正たらしめるものと解釈するのが相当である。かく解するならば、監査委員は議

会の議決があった場合にも、長に対してその執行につき妥当な処置を要求することはでき

ないわけではないし、殊に訴訟においては、議決に基づくものであっても執行の禁止、制

限などを求めることができるものとしなければならない。原判決が本件支出について、大

阪府議会の議決があった一事をもって直ちに上告人の請求を棄却すべきものとしたのは、

法令の解釈を誤った違法であると言わなければならない、これは最高裁判所大法廷の判例

であります。

ということで、私は、公金については市民の代弁者として妥当の余地はないということ

はこういうことなのです。

だから、地方公務員法は、公務員の職員の皆さん、あるいは議決する我々と、理解しな

がら事業を進めていくことが基本なのです。だから、私は、いつも職員の皆さんとは会話

しております。

私が一番思うのは、法律、予算、そういう順でお話しするのですが、いろいろ意見を交

換しておれば、道は開けるのです、市長。独断でぱっぱっぱっぱっ物を決めていくと、後

から市民に説明説明といっても、それは事後承諾なのです、現実には。だから、今のこの

最高裁の判例のように、ぴしゃっとしたものをやっていないといつかひずみが出るという

ことを申し上げておきます。
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それから、１番目と３番目が、この最高裁の判例事例として紹介したわけでございま

す。

そこで、１番目の商工会議所について伺います。

最近の商工会議所というのは、かつて専務理事が商売人のところを絶えず歩いていたの

です、何かないか、力になることはないかと。最近は、どういうものか、雲隠れしたよう

なのかどうか、顔を見ることもない。それで、そういうことになると、商工会議所と市民

の商店主の意思の疎通というのはだんだんだんだん冷めてきて、そういう大背戸さんと

か、いろいろな人が専務をやったが、大背戸さんはしょっちゅう駅前のほうでも回って、

私らが駅前の３１６をやる折、石川県の松任市、あそこへ視察に行ったのです。あそこの

おかみさんが大広苑へ泊まったといってその店を紹介してもらって、あそこの３１６のよ

うな整理地を見に行ったのです。物すごくよくしてくれました。それも、大背戸さんが紹

介してくれた。

そういうことで、こういう組織は、市民の中を会話を持ってずっとしていないと、市民

と会話がなくなって、これはだんだんだんだん疎遠になって、だから質問の１点目です

が、市長は商工会議所と市民の関わりはどういうものか認識はあります。お伺いいたしま

す。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 商工会議所と一般市民との関わりについてということでござい

ますが、商工会議所におきましては、地域経済団体であるということから、中小規模事業

者への経営支援など、また観光振興業の振興など、様々な角度から地域社会の発展を目指

して活動されているところでございます。

具体的には、かぐや姫商品券あるいは新規創業への創業塾、または経営指導などを行っ

ているところでございますが、その他といたしまして、高校３年生の模擬試験の面接の実

地体験とか、幅広く市民との活動をいただいているところでございます。

このように、地域の商工業者はもとより、地域住民の意見やニーズを酌み上げまして、

関係機関と連携しながら、住民に喜ばれる住みよいまちづくりに貢献をいただいていると

考えているところでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 商工会議所の業務運営の基本原資は何かということです。今回、

６２５万円ですか、県へ払っていた金も浮いたわけです。商工会議所も、２億円近い積立
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てがあるというのですが、今運営の原資はどのように認識されているのか伺います。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） 商工会議所の運営原資ということでございますけども、会議所

会員からの収入が中心であると思っておりまして、そのほかでいいますと、県あるいは市

の補助金でございます。数字的には、会費収入が７割を超えているという状況だと考えて

おります。

以上でございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 会費が足らないと、二、三年前も会費を上げたというような話を

聞いておりますが。

今度は、私が言っているのは、６２５万円丸浮きよ、浮いているのだね。それで、私

は、よその福山の小丸会頭とか呉の会頭の文書を時々読むのですが、発言している重みと

内容が違うのよ。だから、福山の小丸会頭なんかも、港湾とか産業団地とか道路とかとい

うようなものを業者と連携して進めていくような発言です。だから、もうまるっきり、私

はこれから福山が一番発展するだろうなという思いがあるのですが。とにかく官民一体

で、それから市長も湯﨑知事と１５回個人的に会談している。それは、宇田県議とか、私

は宇田県議、もうこの間自民党の県連に行ったら……。

竹原市のことを、うちの後援会長を行かせたのだが、何でもやってあげますと言ったと

いう、言ってもらって、二、三日したら電話がかかってきたといって。ああいう人がいる

のだね。だから、私は、地元の県議さんに竹原吉名線の道路を頼んでおりますから、１年

二、三か月になるが何も返事はないが、それでもまだ待っているのよ、一遍言ったことだ

から、よそへ頼むことは私は嫌いだから、そういう性質ではないの、私は、口先だけの。

言ったことは守ってもらわなければいけないし、そうかといって守ってくれないから、た

っとよそへ頼むというようなことは私はとてもしないのよ。だから、そこらをもうちょっ

と連携、どういうようにしているのかよく分からないが、市民が連携してこういうような

成果がある、こういうような成果があるということを逐次広報でも何でも発表してもらえ

ればありがたいのですが。その点について市長のお考えを伺いたいと思います。

議長（大川弘雄君） 市長。

市長（今榮敏彦君） 国、県の基盤整備事業を中心とした調整に関する御提言というふう

に理解をいたしますが、いずれにいたしましても、国・県道を中心としたインフラ整備ま
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たは港湾等の重要事業につきましては、市民の関心が高いということで、議員のほうも折

に触れていろんな御提言をいただいているというふうにお聞きしておりますけれども、私

のほうも関係機関もありますし、個別竹原市の独自要望に関しても知事または県議会の議

長に直接お願いもしているところでございます。

いずれにしても、早期に完了することを目指して日々努力しなければいけないですし、

議員がおっしゃるように折に触れていろんな要望をしていくと、それに向けて、要望に対

する進捗を市民の皆さんにいずれかの形でお示しをしていくということが大事ではないか

というふうに思っております。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） よろしく頼みます。

５００万円の三原へ出した創建ホームの、これは私も専門家でないのでうちの弁護士さ

んに話をしてみないと分からないのですが、私はこの法律の解釈が、ここへ皆明細は来て

いるのですが、少し法律の解釈を誤っているのではないかというような思いがありまし

て、三原は行政圏外です。それで、今言うように、情報公開請求でいろいろこういう仕事

をやりましたといって決算報告書も頂いております。それが、今言うように、事務所の、

あれは展示場は相当前にできたのですから、庁舎移転のために施設の移転をするのではな

い、あそこはもうずっと前からできているのです。そこへ５００万円を出しているという

ことは、法律上では拡大解釈だろうというふうに思うのですが、実際弁護士と相談したと

いうことですが、弁護士からどういうような、違法性はないという判断をいただいたの

か、その点について１点だけ伺います。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちらにつきましては、地方自治法第２３２条の２により、地

方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる

ということになっておりますので、そういった観点から補助をしていると認識していると

ころでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 三原市は行政圏外ですね。そこでもこの法律が適用されるという

ことで解釈してよいのですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちら行政圏外ということではございますけれども、本市の公
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益上必要があるということから、本市の市内外によらず本社機能を仮移転することが、本

市の負担軽減と支援目的である庁舎移転の早期進捗につながっていることから、本市にと

って公益性があったものと考えているところでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） そうではないのよ。だから、私がこれ、情報公開請求でもらって

いるのが、展示場、今言った３点の改装費なのよ。改装費で情報公開請求でちゃっと来て

いるのよ、もう。それで、担当者が、ここの位置が分からないからネットで調べているの

よ。そうしたら展示場だったのよ。今こっちの本社のほうでも１階にあるでしょ、流しと

かいろんな展示が。あれの改修費といって３点改修しているのよ。だから、支店の移転と

かというような内容ではないのよ。そこらを弁護士にその内容を適正に説明して違法でな

いという判断をもらったのかどうか。それは全然違うのよ、中身が。裁判になったりした

ら、現場検証したらすぐ分かるのだから。逃げられないのよ。その点どうですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちらの内容につきましては、補助金の内容その他について弁

護士のほうへ情報提供いたしまして確認を行っているところでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） では、弁護士から違法性がないような文書を議会へ提出されます

か。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちらにつきましては、資料の送付や電話等による相談という

ことで相談させていただいております。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） いや、三原のそういう今言うような改装費でも、公益上利益があ

るような判断を弁護士さんがされたのか、その文書を議長を通じて議会に提出されます

か。顧問弁護士は、年間８３万円でしたか、随時使い放題で年間に８３万円払っているわ

けだから、そういう公式な文書、公金を支出しているわけだから、現実に。その５００万

円が三原でも違法性はないのだということを弁護士は本当に言ったのかどうか、その文書

の提出はできるのですか。

議長（大川弘雄君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 顧問弁護士とのやり取りにつきましては、一定に資料をお見せす
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るというようなこともありますけれども、基本的にはこの件について、この仮移転等の話

については、口頭でお話をしているということでございますので、何かを公文書としてお

出しするということはできない状況にございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） そこらは、大体曖昧なのよ。それは、口頭だろうが何だろうが、

私のほうの弁護士から照会すれば相手の弁護士が回答してくれるのよ。それは、どっちの

弁護士が違法か違法ではないかという判断だけすればいいわけだから。それは、後日その

ように図らせてもらいます。

創建ホームの社屋、寄附へ、竹原市、商工会議所移転候補地に、山本会頭が議員総会で

明らかにした、これが令和４年３月２９日、中国新聞です。続いて、具体的に報道された

のは、５月１９日、同紙朝刊でした。それから、約６か月後に、５月１９日ですから、６

か月後に同一内容が議会に提案されております。これは、どうも考えても不自然なので

す。いろいろ新聞報道等に提案された内容が、相当違いがあるようなことなら分かるので

すが、全く同じような内容が報道されている。これは、市長と会頭の事前に合意案がされ

ていたのではないのですか、市長。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちらの創建ホーム社屋への移転等の関係でございますが、３

月に商工会議所の移転先の一案として会頭が本社屋の寄附の意向を示されまして、その後

商工会議所内で検討され、５月に議員総会が開催され、移転先を決定されたと伺っている

ところでございます。そういう中で、特に市長の関与ということではないものと考えてお

ります。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） そしたら、会頭が独断でやったというような、その半年後にその

ままの議案が出ているわけよ。会頭がこういうように既成事実をつくったのではないかと

いう思いがあるのよね。どこかで誰かがやっていないと、半年前に新聞に発表されたもの

が同じような内容で議会に提案されることはあり得ないのよ。

だから、絶えず市長らも、皆さん説明責任説明責任と言っているが、ここらなのよ、問

題は。先にこういうことで方向性を示して、そして商工会議所が議論するのならいいが、

あちらが議論して決まったようなものを竹原市が二番煎じで、議会もそうだし、商工会議

所でも追認機関ではないのですよ、議会は独立機関だから、否決する力があったら否決で
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きるのよ。そういうようないつまでもこのようなことをやっていたら、何をやるといって

もおかしいことになるのよ、我々も責任もあるのだが。こういう、会頭だろうが誰だろう

が、市民の税金で出すわけだから、それはみんながしょうがないな、それはというような

体制でやってもらわないと困るのよ。その点どうですか、市長。

議長（大川弘雄君） 副市長。

副市長（新谷昭夫君） 過去の経緯を申しますと、商工会議所さんの移転先というものが

なかなか決まらない中で、会頭のほうから自社ビルを市のほうへ寄附をいただいた上で、

本社を移転するということの話もいただきました。これが、要は今県の合ビルを購入して

工事をしておりますけれども、なかなか商工会議所が３階部分にずっとおられるという状

況の中ではそういう工事にも着手できないという中で、商工会議所の会頭さんも御決断を

いただいた上で、早期に移転が進められるという状況になったということがございますの

で、そういったところを踏まえた中での対応ということと、先ほどの３月と９月という部

分につきましては、最初のそういう商工会議所の部分も含めて一候補として出された以降

に、当然会社としての新しいビルを建てるというお話はありましたけれども、それが翌年

度後半、年末とかというお話もございました。ですので、そういったことで、合ビルの管

理費というものを、５年度分についてそれを節約するということも含めてお話をさせてい

ただいた上で、仮の社屋へ移転をしていただいて、早期に移転が進んだという状況でござ

います。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 創建ホームの本社は自分のところの理由で遅れたのよ。そのよう

なことは誰も皆知っているのよ。入札が不調に終わったのだろう。それから、実際は早く

早くと言うのなら、福祉会館のところへ特別委員会である程度決まったものを踏襲すれば

よかったのよ。ただでやってもいいのよ、あれは。そうすれば、維持管理も助かるし、固

定資産税も入るだろ。私は、そういう計算ばっかりしているのよ、今、そうしないとこの

窮地を乗り越えられないと思っているから。それは、市長の意向でやめたのだから。特別

委員会のくだりを見たら、市長も言っているのよ、特別委員会の結論を踏襲するというよ

うな内容で、そうだったろうと思うよ。

これは、このぐらいにしておきますが。もうちょっと慎重に、いいものは、議会だから

といって早く説明したからってワーワー言いはしないのよね。ぽんぽんぽんぽん出すから

怒るのよ。ここもそうよ。
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それから、今、印鑑というの、印鑑、印鑑、これは全部印鑑、あれは印鑑、あなた方は

簡単にこうやって印鑑と言っているが、出るところへ出たらこの印鑑は通用しないのよ。

市長、これは山本会頭の印鑑よ、割り印も押している。これは、真っ白よ。それで、今國

川部長が赤インクを押したのを持ってきたが、普通これは出るところへ出たらつまらない

のよ、通らないのよ。ここへ割り印を押しなさいといって書いているのよ。それで、署名

しなさいといって。これ真っ白よ、真っ白けよ。こういう文書は、情報公開で出すような

ことはしないほうがいい。私は、そのようにぽかんとして見てはいないから、一応見るか

らね。

ということで、事務の責任者は副市長だから、担当部課長にこういう、これは一応情報

公開請求でもらった公文書だから、山本会頭の印鑑はあるが市長の印鑑がないというよう

な公文書は私は見たことがない、出るところへ出たら、裁判所なんかは無効よ、というこ

とです。

次に、ゆめタウンの質問をいたします。

ゆめタウンは、令和４年１１月に撤退したのですね。これは、私らは大分前から耳へ入

っていたのよ。これは、私はイズミが年末にと言ったのは、イズミとフジはライバル会社

なのよ。だから、四国から九州に向いてずっとどっちかが出店したらどっちかが出店する

ような会社なのよ。

だから、第１店舗の、私はイズミはよく知っているのよ。うちの前にあの店長がいたの

よ。ここへ出した頃には、イズミグループでも３本の指に入っていたのよ、店長の、給料

もよかったし。その代わり２時から３時に市場へ行くのよ。それで、ここへ四国へ勤めて

いた若い者が竹原の人間だが。お父さんが、宇野さん、イズミに勤めていたら死ぬから、

どこか会社を紹介してくれと言うから、津田産業へ紹介したら、椎野さんが大阪へくれと

いって大阪へ連れていった子供がいる。それぐらい厳しいのだが、ここのイズミというの

は、トップに行っていたのよ。店長はアパートが、うちの前だから、毎朝運転するのが分

かる。

そのイズミが、耐震補強をやってくれという交渉をしていたのよ。それで、交渉してい

たのだが、どういうあれだったのかな、先代の竹本勲さんの折には、いっときイズミの賃

貸を下げたのよ。下げてくれという交渉があって下げた。それから息子さんになっている

のだろうが。耐震交渉が決裂した理由は、管理会社のほうからやらないという判断で、イ

ズミのような会社だから、じわじわじわじわ交渉はしないから、駄目になったらぱっと去
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る。この人達は、イズミでもフジでもそうだが、ずっと客の状況というのは毎年把握して

いるのだから。だから、私は、区画整理でも早くやれと言っているのは、早くやらないと

あれは不要地になってしまうぞという、フジが撤退するようなことがあったら、あそこら

はがた落ちだからね、そういう懸念があるから私は言っているのよ。それは、フジや、イ

ズミは、判断が早いから。

私は、この前も言ったように、東広島の安本さんと飯を食べたことがあるが、徹底的に

市場調査するのだから。市場調査して、社長が最後の結論を出す。それで、あの頃３５店

やっていると言ったのかな、３５店やって、個人の店が２５店あると言っていたが。そう

だから失敗しないのよ。

ということで、市長はこの耐震の交渉をやっていたということを知っていたのですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） ただいま議員からお話がありましたけども、市におきまして

は、そういう交渉があったということは承知していないところでございます。

議長（大川弘雄君） すみません。この際、会議時間を延長しておきます。〔午後３時５

５分〕

１３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） イズミから管理会社へ支払われた賃貸というのは、月に数百万円

よね。それで、私らも、ほぼそれは分かっているのですが、本来は耐震補強はあまり大し

たことではなかったのよ。県庁へ行ったらよく分かるでしょう。外はあまり触れていない

が、中をやっているでしょ、きれいに、耐震補強と一緒に内装をやっているのよね。あれ

でまた当分もつのよ。

だから、どういうふうな行き違いがあったのか、私らもその場にいなかったからよく分

からないのだ、大体のことは分かっているのよ。だから、本当はここは耐震ができたの

よ。そこらの前から言っている陣笠も大学も皆できたのよ。できるのだが、採算が合わな

いのやったら、５００万円ほどかかるというのだが、５００万円かけて、利用者ががた落

ちになっているから、採算が合わないから皆さんやめている。

県庁なんかは私もよく行くから分かるが、県庁なんかは間仕切りを皆切って、ずっと向

こうまで全部分かるようにしているが、あれで耐震は済んでいるのよ。県庁だから、いろ

いろな人が耐震診断をやってからああいう方向で、これから１０年もっているのか２０年

もっているのか知らないが、県の建て替えというのはもう２０年ぐらい前から建て替えろ



- 98 -

建て替えろと大山さんがいた頃から言っているのだからね。しかし、県民の同意が取れな

いだろうということでずっと先延ばしになってきたのが今の県庁なのよ。私は、その頃か

ら県庁へしょっちゅう行っていたからよく知っているのですが。

そういう流れの中で、自己破産を選択したのでしょうね。それから、自己破産して、私

は、管財人が竹原市にストレートで来たというのが、ここは疑問なのです。寄附というこ

とのそこの理事の関係もあって、また餌に食いついたのかなというような、こういう疑問

もあるわけよ。

だから、市長、企業経営に失敗したということだから、どっちみちもう耐震をやらなか

ったのだから、イズミが去ったらここは実際更地にして、市長らは子育てや何だかんだと

いって言っているが、子育てなんかは余るほどあるのですから、竹原近くでも。こども園

からたけのこ園からふれあい館や中央こども園や小学校のこども園だ、運動会に行ったら

人間はもうぽつんぽつんしかいないのよ。そういう中で、何かしてやらないと整合性が取

れないからというような格好でしているだけで、実際現実を見たら、もうそういう時代で

はない、ここをやるのなら、専門家にどういうものがここでできるか、できたら２万人の

町で採算が取れるかどうかというのを先に議会に出す前に調査するべきよ。そう簡単なも

のではない。これは、市長、これがぐじゃぐじゃになったら、住民の請求が出るよ。

この奥のほうでもいろいろな企業があって、下関のほうでも関門のフェリーなんかで

も、皆出ているのだから、失敗したのが。我々こう言ってから、言いながらでも、あな

た、強引にやったら、そのとおりにならなかったら、お荷物になったら、住民から、市民

に財産的負担を与えたというので裁判をされたら勝てないよ。そこらも踏まえて、市長は

これから進めていくのかどうか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） イズミを含めました、旧ゆめタウンを含めました一体的なエリ

ア整備につきましての御質問でございますが、現在、どういったものを整備していくかと

いうことにつきましては、今後民間事業者、今年度委託しておりますが、サウンディング

調査ということで調査を行いまして、まちにそういった機能を設けていきたいと考えてい

るところでございますけども、旧ゆめタウン跡地につきましては、この間も市のほうにい

ろいろ問合せ等をいただいているところでございますが、旧ゆめタウン店舗等の取得や解

体に多額の費用がかかるということから、そういうことがネックになっている状況におき

まして、破産管財人のほうから建物と敷地の寄附をということで意向をいただいたところ
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でございまして、解体をし、また民間の誘致ということになりましたら国の補助金も活用

できるということから、一体的に複合施設を整備するとともに、商業機能の誘致というこ

とで一体的に進めさせていただきたいと考えているところでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 今市内に大型量販店がありますよね。ポイントカードをいくらと

いってチラシが出るたびに客がそこへざっと流れて、次の宣伝が出たらまた流れる。これ

は、生活の防衛なのよ、生活防衛よ、家庭の。だから、そういうことで流れたからといっ

て活性化とも何も関係ない。

それで、理由の中でも、公共機能の充実、私はもう５０年間竹原でいろいろなことを見

てきました。市民ホール、図書館、こんなのはいい、子育て支援機能など、複合施設と民

間施設の相乗効果により、何を民間、何を相乗効果、やるのかよく分からないのだが、今

言ったように、大型店が皆ぽつぽつぽつぽつ抜けていっているのだから。それで、抜けた

ら、人口減を伴うのよ、腕があるから、技術が。大学の蕎麦屋でも夫婦が広島へ皆移転し

てからもう勤めているでしょう。そういうところへ力を入れていかなければいけないの

よ、本来は。こういう大きなものを買って、私は絶対失敗すると思っているから。そし

て、住民の反対が半分以上あったらどうするの。それでもやるのですか。その点について

伺っておきます。

議長（大川弘雄君） 市長。

市長（今榮敏彦君） 冒頭の御答弁でも申し上げましたとおり、この事業については、も

ちろん民間事業のサウンディング調査も含めた様々な検討を行っていくと同時に、昨年度

から市民のワークショップまたは専門家による知見を交えた様々な検討を進めておりま

す。

そうした中で、今回全員協議会のほうで御説明させていただいたわけでございますけれ

ども、いずれにいたしましても、議会の皆様の意見を踏まえながら、市民の意見を尊重

し、この事業というのは進めなければならないというふうに思っているところであります

ので、冒頭の答弁のとおり、市民の皆様には引き続き十分に説明してまいりたいというふ

うに思っております。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 市長がその気ならその気でもいいのですが、解体費について管財

人から提供、あるいは福祉会館とか管財人からの資料の提供ということでございますが、
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管財人はどこからこの２億円の提供を受けたのか、あるいは今くいとか、地下室があれば

地下室、全て埋立ては、埋め戻しはできませんね。特に、環境省がやる場合、特にここへ

何か建てるというたら、それを抜いておかないと障害になりますから。それは、管財人は

どこから２億円という提供を受けたのか、これは確認しておきます。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちらの解体費でございますけども、管財人におきましては、

民間売却を進めるに当たりまして解体業者から見積りを取られており、その金額は約２億

円と伺っているところでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 飛散性のアスベストはないと伺っているということですが、アス

ベストの飛散性がないということはどういうことですか。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） こちらにつきましても、管財人のほうから飛散性のアスベスト

はないということでございますけども、この飛散性アスベストということにつきまして

は、福祉会館の解体ではございましたけども、使用時に浮遊度調査実施ということで、解

体に当たりましてアスベストがどのくらい浮遊するかという調査を行いまして、その浮遊

が大きい場合は、ああいった形、福祉会館のように全てを囲った解体ということでござい

ますけれども、イズミにつきましてはこの浮遊性のアスベストはないということで伺って

いるところでございます。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） これは、私の知った人がここの解体を積算しているのよ。それ

で、いくら出したかというと２億３，０００万円で出しているという。議会へ提案したの

は２億円だがね。実際に計画した人は、これは管理型のものが何もない場合は２億３，０

００万円といって出している。これはここから頼まれて出した。では、普通は、解体とい

うのは安く出すことはないのよ。議会へ提案するには、解体というのはいろいろな、今そ

こらのパチンコ屋などの解体をしたら、７つか８つに分類するのですから。鉄関係、いろ

いろなものを全部分類しなければならない。手間が物すごくかかるのよ。だから、安くす

ることはないの、普通。だから、見積書２億３，０００万円で出したが、竹原市は２億円

といって出されたので。

それで、飛散性というのは私はよく理解できないのですが、私はもう昔からアスベスト
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というのは船の煙筒やなんかは皆巻いていたのよ、大きいのでも。１年ぐらいしてあれは

ぱらぱらになるのよね。今度はやり替える折にはぱあっと散るのよ。それを作業員が皆長

年吸って、心臓へ刺さったような形で肺気腫みたいになっているのよ。だから、この飛散

性があろうがなかろうが、アスベストを吹いていたら処理は管理型になるのよ、安定型で

はなく。だから、その場合は、倍額以上になりますという回答をもらっているのよ。その

場合は、誰が責任を取るのか、また追加予算を組むのかどうか、その点伺っておきます。

議長（大川弘雄君） 企画部長。

企画部長（國川昭治君） ただいま議員のほうからもお話がありましたけども、確かに飛

散性アスベストがある場合につきましては、解体時に完全密閉型で剥離作業をするという

ことから、解体費が高額になるということでございます。

このたび、旧ゆめタウンの解体につきましては、あくまでも管財人からお聞きした金額

で約２億円ということで説明させていただいておりますけれども、実際に解体に当たりま

しては、当然、公共でございますので、そういった積算等をした上で解体ということにな

りますので、今後この中心エリアを含めて、どういったものを整備していくかというもの

を調査しながら、またそういった数字についても議員の皆さんにまた報告させていただき

ながら、取り組んでまいりたいと考えております。

議長（大川弘雄君） １３番宇野議員。

１３番（宇野武則君） 電発さんが津田産業のを買ってトタン状のドームを造りました

ね。あの折の解体は三原の山陽建設がやったのだが。飛散性があろうがなかろうが、アス

ベストの場合は、有害物質がある場合は全部飛散しないようにするのですよ、絶対に飛散

しないということはないのだから、がちがちに固めているのなら別だが、それは法律でそ

うなっているのよ。

だから、これは、アスベストを使用していたら必ず倍以上になるのよ。倍以上になった

ら、管財人が竹原が買ったのだからうちは知りませんと言ったら、市民の税金で払わない

としょうがないでしょうが。管財人、あなたうそを言ったではないかといって追及するわ

けにはいかないよ。だから、そこらはしっかり詰めろと言っているのよ、私が。そういう

こともせずに、ぱっぱっぱっぱっ市長が買うというのなら、我々も腹をかけてやらないと

いけないので。私らは生易しいことはしないよ。

だから、とにかく全てのことをオープンにして、普通はこのような自治体はないよ、市

長、笑い物になるよ。倒産会社を公金を使って、それからここの固定資産税を私が聞いた



- 102 -

のは、今度は０円になるのだから、市が取得したら。固定資産税は取れないだろう、市

が。０になるのよ、０になるから、１０年、２０年固定資産税はどれぐらいになるのかな

ということを私は聞きたかったのよ。補助金だ何だといって、寄附だ補助金だというの

は、これは美しいように聞こえるが、補助金も税金よ。国が４、５年先にはプライマリー

バランスを０にするといってもう発表しているでしょ。国だからといってどっどっどっど

ったんと銭を、あれもただ、これも出すといってやるなら、税金をもらわなくてもいいの

だから。

だから、そこらをとにかく内部で慎重に慎重にやらないと、これぐらい市民が怒った案

件というのはないから。これだけ言っておきますよ。市の幹部がバッジをつけているやつ

はどうしようもないといってこの間昨日も夫婦が出てきてから怒られた。今日は私は一応

確認はしますからといって言っていたのだが、これだけ大きな事業だから、そうそう賛成

賛成というわけにはいかないのよ。それだったら私はバッジを外すのよ。

終わります。

議長（大川弘雄君） 以上をもって宇野武則議員の一般質問を終結いたします。

以上で本日の日程は終了いたしました。

議事の都合により、６月２５日午前１０時から会議を再開することとし、本日はこれに

て散会いたします。

午後４時１４分 散会


